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令 和 ５ 年 度 事 業 報 告
（令和５年４月１日～令和６年３月31日）

Ⅰ　概　　況
　令和５年度は、新型コロナウイルス感染症が５月に５類に移行し、概ね計画通り事
業活動を実施することができました。税知識の普及、納税意識の高揚に努め、適正・
公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企
業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とし、法人会の原点である「税」に
関する活動に軸足を置きながら、諸施策に取り組みました。

　主な事業活動の概況は以下の通りです。
〔 公益関係 〕
　税を巡る諸環境の整備改善事業として、税に関する研修・セミナーは、公益性を高
めるため、会員のみならず一般市民も対象に実施し、多数の方にご参加いただきまし
た。特に令和５年10月にスタートしたインボイス制度の直前対策セミナーには大勢の
皆様からご参加をいただきました。
　租税教育活動では、小学生を対象に、租税教室や税に関する絵はがきコンクールを
積極的に実施し、その結果前年より多くの小学校、児童からご参加・ご応募をいただ
くことができました。
　税の広報活動としては、会報の発行やホームページの公開、新聞による広報を実施
しました。
　税制提言活動は法人会の最重要な活動のひとつであり、新潟県連と合同で今後の望
ましい税制のあり方について提言をまとめ、全法連に提出しました。その後新潟県連
と連携して県内出身の国会議員や知事、市長、各議会議長に対して提言を実施しました。

〔 共益関係 〕
　組織の強化・充実、広報活動、青年部会・女性部会の充実のための事業、会員企業
の福利厚生に資する事業に取り組みました。
　福利厚生制度では、全法連による「challenge100」と銘打った制度加入企業拡大キャ
ンペーン（県連単位）が新たにスタートし、厚生委員会を中心として紹介活動を積極
的に推進しました。

〔 管理関係 〕
　事務精度の向上を志向し、諸規程の整備やWebを活用した諸会議への参加、事業
活動態勢の改善等、管理運営の合理化に努めました。
　令和５年度にはインボイス制度の適格請求書発行事業者登録を完了。春にはにいが
た法人会館の照明設備のLED化を実施しました。

〔理事会承認事項〕令和５年度事業報告
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Ⅱ　公益関係
１．税を巡る諸環境の整備改善事業
⑴　税に関する研修・セミナー事業

　　　　①　各研修会・セミナー事業
　　　　　  　決算説明会、税制改正、新設法人税務研修会、インボイス制度、申告実務を

中心に計画通り開催しました。
　　　　　　開催状況は以下の通りです。

項目別研修会開催状況

テ　ー　マ 参加人員 実施回数 講　師　名

決算期別説明会 474名 11回 新潟税務署　担当官

新設法人対象の税務研修会 61名 ４回 新潟税務署　担当官

令和５年度税制改正のポイントについて 125名 ２回 新潟税務署　担当官

フレッシュマンのための会社税務について 36名 １回 新潟税務署　担当官

インボイス制度 直前対策セミナー 145名 ２回
新潟税理士法人 深滝合同事務所 税理士
上　田　英　明　氏

土地・建物の税金について 35名 １回 新潟税務署　担当官

年末調整と源泉所得税実務のポイントについて 223名 ４回 新潟税務署　担当官

レベルアップ研修会 16名 １回 新潟税務署　担当官

確定申告のポイントについて 26名 １回 新潟税務署　担当官

インボイス制度について 44名 １回
新潟税理士法人 深滝合同事務所 税理士
星　野　拓　也　氏

相続税・贈与税について 49名 １回
新潟税理士法人 深滝合同事務所 税理士
根　本　昌　幸　氏

税務行政の現状と将来像 35名 １回
新潟税務署副署長
小山田　暢　樹　氏

税務行政と納税道義についての一考察 19名 １回
新潟税務署長
安　藤　和　之　氏

租税教室研修会 36名 ２回
青年部会
関　口　健之介　氏

インボイス制度について 29名 ２回
新潟税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官
羽　賀　智　信　氏

税務コンプライアンスの向上について 27名 １回
新潟税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官
羽　賀　智　信　氏
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テ　ー　マ 参加人員 実施回数 講　師　名

電子取引データ保存の概要とインボイス制度の改正点について 35名 １回
新潟税務署 法人課税第一部門 連絡調整官
山　口　香　織　氏

相続対策の王道は？贈与あれこれ 23名 １回
税理士法人 万代つばさ 税理士
八百板　　　誠　氏

小さな会社のための電子帳簿保存法・インボイス制度セミナー 18名 １回
新潟県よろず支援拠点 コーディネーター 税理士
辰　喜　太　輔　氏

合　計 1,456名 39回
　　　※  税法・税務関連の各種テキスト等を作成し、研修会等の開催時等に会員及び一般

市民に配付しています。
　　　　  配付したテキスト等は、「資料１」（「研修・セミナーで配付したテキスト等」の

⑴税に関するもの）の通り（P20）

　　　　②　インターネットセミナーの提供
　　　　　  　研修会・セミナーで当会のホームページと一緒に周知を図りました。新たな

研修会の形態としてインターネットセミナーの提供を行っています。当法人会
ホームページ上にバナーがあり、ネット配信され、24時間いつでも無料でご覧
いただけます。

　　　　　  　このセミナーは、税務・経営・労務・健康等、広範囲の内容で多彩な講師陣
を揃えており、多数の方にご利用いただいております。令和５年度のログイン
数は2,076回でした。

⑵　租税教育活動
　　　　　 　公益法人として、青年部会と女性部会を中心に「租税教育活動」に積極的に

取り組みました。
　　　　①　租税教室
　　　　　  　小学校高学年の児童を対象に、税の重要性を正しく理解し関心を持ってもら

う目的で「租税教室」が開催され、青年部会では講師として参加しています。
青年部会では、GIGAスクール設備を有効に活用し、時短・効率化により授業
内容の拡充を図って、税と社会制度が一体的に演習できるような新方式を工夫
した授業を行い、大変ご好評をいただいております。

　　　　　  　令和５年度は、市内の小学校14校で27コマを担当し、804名の児童が受講し
ました。

　　　　②　税に関する絵はがきコンクール
　　　　　  　女性部会では、小学生への租税教育活動として「税に関する絵はがきコンクー

ル」を継続実施しています。租税教室等を通じ「税の大切さ、役割」を学んで
もらい、その知識や感想を「絵はがき」にすることで、理解をより深めてもら
うことが目的です。

　　　　　  　令和５年度は、新潟市内の小学校82校に絵はがきコンクールへの参加を要請
し、32校から693点の作品応募がありました。参加学校数及び応募作品数とも
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に前年比増加となりました。その中から、金賞１名、銀賞１名、銅賞１名及び
新潟税務署長賞２名を選定し、表彰しました。

　　　　　  　優秀賞を加えた全受賞作品を、税を考える週間に合わせて11月９日から11月
22日までNEXT21とアピタ新潟西店に、11月８日から11月20日までアピタ新潟
亀田店にそれぞれ掲示しました。

　　　　③　「税についての作文」事業
　　　　　  　新潟税務署管内税務団体協議会の一員として、中学生および高校生の ｢税に

ついての作文｣ 事業の応募作品の中から、中・高校生それぞれ１編ずつに対し
て新潟法人会から会長賞を授与し、会報154号で紹介しました。

　　　　④　新潟市租税教育推進協議会の活動
　　　　　　租税教育の更なる充実を目的に、以下の活動に参加しました。
　　　　　ア．租税教室意見交換会（２回）
　　　　　　開催日　　令和５年10月12日（木）
　　　　　　場　所　　新潟市役所　ふるまち庁舎　401会議室
　　　　　　議　題　　・租税教室の実践報告・意見交換
　　　　　　　　　　　・令和６年度の租税教室の開催拡大に向けて

　　　　　　開催日　　令和６年３月19日（火）
　　　　　　場　所　　新潟市役所　ふるまち庁舎　401会議室
　　　　　　議　題　　・租税教室の意見交換
　　　　　　　　　　　・令和６年度の租税教室の申込状況等について

　　　　　イ．新潟市租税教育推進協議会定期総会
　　　　　　開催日　　令和５年11月16日（木）
　　　　　　場　所　　新潟税務署　２階　会議室
　　　　　　議　題　　⑴令和４年度事業報告　 　 　 全員賛成
　　　　　　　　　　　⑵令和５年度事業計画（案）　全員賛成

⑶　税の広報活動
　　　　①　新潟法人会「会報」及び全国法人会総連合機関誌「ほうじん」の配付
　　　　　  　税、経営等に関する最新の情報を提供するため、新潟法人会の「会報」を年

３回、全法連「ほうじん」を年４回（季刊発行）、会員および一般向け（県庁・
市役所・第四北越銀行）に無料で配付しました。

　　　　②　新聞による税の広報
　　　　　  　確定申告期のスタートにあたり、２月11日（日・祝）の新潟日報朝刊に会長

挨拶および税務署の確定申告のPRを会員紹介記事と合わせて全面広告（白黒）
にて掲載しました。
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　　　　③　ホームページによる税の広報
　　　　　・国税庁の最新情報をホームページにリンクしてお知らせしています。
　　　　　・  各種研修会・セミナー情報を含め、様々な法人会情報を掲載し、広く発信し

ています。
　　　　　・  研修・セミナーの参加申し込みをホームページからも申込できるようにして

います。

⑷　企業の税務コンプライアンスの向上
　　　　  　企業の内部統制の強化や経理水準の向上は、企業の成長や税務リスクの軽減の

ために重要です。
　　　　 　法人会では国税庁・日税連・全法連の３者で作成した自主点検チェックシート・

ガイドブックを活用し、企業の税務コンプライアンス向上に取り組んでいます。
各種研修会・セミナーの冒頭や、会報・ホームページ等でツールの紹介と活用を
お知らせしています。

２．税制改正提言活動
⑴　税制改正に関する提言の概要

　　　　  　本年度も「今後の望ましい税制のあり方」を基本テーマに設定し、国・地方を
通じて徹底した行財政改革の推進と、中小企業の置かれている厳しい状況を踏ま
え、中小企業の活性化に配慮した提言を検討しました。

　　　　 　「税制改正に関するアンケート調査」の実施結果も併せて、令和５年６月８日
に新潟県連との合同税制委員会を開催し、要望事項を取りまとめて全法連へ提出
しました。

　　　　　新潟県連と合同でまとめた要望事項は、「資料２」の通り（P22）

⑵　要望実現のための提言活動の展開
　　　　  　全法連では、各県連からの「税制改正要望」をもとに、９月19日理事会におい

て「税制改正に関する提言」が決議されました。これをもって新潟県連および単
位会は要望実現のための提言活動を展開しました。

　　　　 　新潟法人会では、税制委員長、副会長、専務理事で編成した要望団によって、
令和５年11月６日、管内選出の衆参両院の国会議員に対し提言書を提出しました。
更に、地方自治体に対する要望活動として、県知事・県議会議長、市長・市議会
議長へ提言書を提出しました。

　　　　　「令和６年度税制改正に関する提言」（要約）は、「資料３」の通り（P28）

⑶　法人会の税制改正要望の主な実現事項（全法連）
　　　　　法人会が要望した項目のうち改正が行われたものは、「資料４」の通り（P34）

３．地域の経済社会環境の整備・改善を図るための事業
⑴　経営支援に関する研修会の実施状況

　　　　　　研修会開催状況は以下の通りです。
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項目別研修会開催状況

テ　ー　マ 参加人員 実施回数 講　師　名

エネルギー産業の現状・課題と今後の展望 150名 １回
㈱伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役兼アナリスト
伊　藤　敏　憲　氏

日本経済の現状と展望 202名 １回
経済アナリスト 株式会社マネネCEO
森　永　康　平　氏

大丈夫だよ、がんばろう！ 489名 １回
タレント
山　田　邦　子　氏

情報セキュリティ対策について～電子帳簿保存法・インボイス制度への対応～ 69名 １回
㈱ITスクエア
高　浪　遼太郎　氏

税務調査の事前準備と対策について 56名 １回
新潟税理士法人 深滝合同事務所 税理士
根　本　昌　幸　氏

労務管理の注意点について 70名 １回
いなほ法律事務所 弁護士
磯　部　　　亘　氏

経理事務の効率化について 63名 １回
新潟税理士法人 深滝合同事務所 税理士
根　本　昌　幸　氏

健康保険・厚生年金保険制度について 49名 １回
全国健康保険協会 新潟支部 企画総務グループ グループ長
新　井　弘　幸　氏
日本年金機構 新潟西年金事務所 厚生年金適用調査課 課長
田　中　亮　太　氏

私の麺道70号線 28名 １回
㈱関本製麺製粉工場 代表取締役
関　本　喜代一　氏

健康経営について 16名 １回
青年部会
坂　井　隆　昭　氏

健康経営について 21名 １回
㈱新宣 代表取締役
佐　野　由香利　氏

食品ロスと食事の大切さについて 16名 １回
新潟調理師専門学校 学院長
吉　田　育　子　氏

若手・新人社員研修 24名 １回
フリーアナウンサー
菊　野　麻　子　氏

メンタリスト日本チャンピオンが教える！「お客様心理の掴み方」 19名 １回
プロメンタリスト・心理コンサルタント
大久保　雅　士　氏

チェックシートを用いたコンプライアンスについて 18名 １回
弁護士法人 中村・大城国際法律事務所 弁護士
中　村　　　崇　氏

コスト削減のカギは規程にあり!? 12名 １回
ライフプランナー
池　田　誠　司　氏

事業承継と相続準備 17名 １回
ライフラボ行政書士事務所 代表
長谷部　直　人　氏

合　計 1,319名 17回

　　　　※  経営情報等に関する有益なテキスト等を各種作成し、研修会の開催時等に会員
及び一般市民に配付しました。

　　　　　  配付したテキスト等は「資料１」（「研修・セミナーで配付したテキスト等」
の⑵経営支援に関するもの、その他）の通り（P20）
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⑵　社会貢献活動
　　　　①　社会貢献活動特別講演会
　　　　　  　令和６年３月２日（土）にANAクラウンプラザホテル新潟に於いて、講師

にタレントの山田邦子氏をお招きし、「大丈夫だよ、がんばろう！」と題し、
講演会を開催しました。

　　　　　 　今回は489名の皆様からご参加申し込みいただき、善意のチャリティタオル
が705枚集まりました。タオルは後日、新潟市社会福祉協議会や市内の老人介
護施設へ寄贈しました。

　　　　　 　当日実施した令和６年能登半島地震への義援金募金は41,298円となり、新潟
県（災害対策本部）へ振込みしました。

　　　　②　小学校美化運動
　　　　　  　青年部会により租税教室を実施した小学校へ、美化運動を広げていただくた

め花の種や球根を寄贈しました。

　　　　③　税金クイズと献血活動
　　　　　  　青年部会は、令和５年10月29日（日）に新潟市東総合スポーツセンターで開

催された男子プロバスケットボール・Bリーグの新潟アルビレックスBBの試
合会場で、小学生から大人まで楽しめる税金クイズと献血活動を実施しました。
当日はあいにくの天気の中、税金クイズには47名の方にご参加いただき、税の
啓蒙活動を行うことができました。また、献血活動には57名の方から受付いた
だき、52名の方から献血していただきました。骨髄バンクドナーにも５名の方
からご登録いただきました。
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Ⅲ　共益関係
１．会員支援のための親睦・交流及び福利厚生に資する事業
⑴　組織の強化・充実

　　　　  　会員増強に関しては、会員の減少に歯止めをかけるべく、令和５年度も「前年
以上の会員数確保」を基本方針とし、「役員一人１社獲得運動」を中心に役員の
参画と指導のもと新規加入の推進を行いました。

　　　　 　また、協力保険会社３社、税理士会、青年部会、女性部会及び各地域部会にも
例年通り協力を要請し推進しました。

　　　　 　しかし、後継者問題やコロナ禍、物価上昇等の影響により廃業・統合や経費削
減を理由とする退会が増加し、残念ながら、令和６年３月末現在で2,758社と3,000
社を大きく割り込んでしまっています。

　　　　〔令和５年度の施策〕
　　　　①　「役員一人１社獲得運動」の推進
　　　　②　年間の新規獲得数により表彰（団体、個人、特別）
　　　　③　報奨金の支給
　　　　　　・全法連の施策にあわせ、新潟法人会でも新規会員獲得者に報奨金を支給
　　　　④　新設法人データの活用
　　　　⑤　各研修会、新設法人税務説明会の会場で事務局が入会を勧奨

会員数　推移

所管法人数
会　員　数

加入率％ R６年３月末
R４年12月末 R５年12月末 増減数

12,653 2,812 2,788 △24 22.0％ 2,758

⑵　広報活動の充実
　　　　①　ポスター・パンフレットによるPR
　　　　　　全法連のポスター・パンフレットを活用し、PRを展開しました。
　　　　　　・キ ャ ッ チ コ ピ ー：「税に強い経営者が次世代を支える！」
　　　　　　・デザインイメージ：  経営者（子ども社長）と寄り添う「けんた」をアイキャッ

チに、「次世代」という言葉と子どものビジュアルで、
税による明るい未来を目指す法人会の存在意義や社会
貢献への意識を表現。

　　　　②　新潟日報紙面で会員企業紹介
　　　　　  　確定申告開始時期に合わせ、新潟日報２月11日（日・祝）朝刊紙面の全面で、

確定申告情報、会長挨拶、地域貢献講演会情報と会員企業の紹介広告を掲載。

⑶　部会等事業の充実
　　　　①　青年部会の活動
　　　　　・租税教育活動として、小学生高学年を対象に「租税教室」を実施
　　　　　・社会貢献活動として、献血活動を実施
　　　　　・青年部会会報「夢タックス」を発行（年２回）
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　　　　②　女性部会の活動
　　　　　・  租税教育活動として小学生対象の「税に関する絵はがきコンクール」を実施
　　　　　・女性部会会報「ふれんず」を発行（年１回）

部員数　推移
R４年３月末 R５年３月末 R６年３月末

青年部会 42名 47名 42名
女性部会 43名 37名 37名

⑷　福利厚生事業
　　　　  　全法連の福利厚生制度は、会員企業の安定経営の面で、また法人会の会員増強

や財政基盤維持確保の面で重要なものであり、厚生委員会が中心となって活動を
展開しました。

　　　　①　福利厚生制度連絡協議会の開催
　　　　　  　令和５年８月29日（火）第３回理事会終了後に、法人会と福利厚生制度協力

保険会社３社との連携を密にするため、福利厚生制度連絡協議会を開催しました。

　　　　②　保険３社の加入状況について
保険３社の加入状況（令和６年３月現在）

大型保障制度 ビジネスガード がん保険制度
会員加入率 24.3％ 23.6％ 18.8％
加入企業数 684社 658社 526社

　　　　③　福利厚生制度加入企業拡大キャンペーン“challenge100”
　　　　　  　令和５年度は、全法連による福利厚生制度推進施策“challenge100”キャン

ペーンが新たにスタートし、もう一度制度創設時の 「会員企業を守りたい」の
想いに立ち返り、加入企業と新契約件数の拡大に積極的に取組みました。

⑸　会員支援事業
　　　　・令和５年度優良経理担当職員表彰式（第52回）
　　　　  　勤続10年以上の経理担当者及び５年以上の指導的立場の職員で、経営者が特に

推薦する人を対象に毎年開催の表彰式を開催しました。
　　　　　　　優良経理担当職員表彰式
　　　　　　　　開催日　　令和５年11月７日（火）
　　　　　　　　会　場　　ホテルイタリア軒　５階「トリノ」
　　　　　　　　受彰者　　14社　18名（内出席15名）

表彰の趣旨
　　  企業の経営にとって経理と税務は極めて大きなウェイトを占めていることはいうまでもない。経

理担当職員は、企業にとっては最も中枢的な部門を担当しているもので、その資質の良否が企業
の伸長に直接影響するところが甚だ大きい。

　　 これら経理担当職員のうち、功労顕著な方々を表彰し、その労苦に報い、今後とも企業の発展に
努力されるよう大いに期待するものである。
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Ⅳ　管理関係
１．事務運営態勢の確立

　　　  　公益法人制度の関連法令を踏まえ、諸規程の整備を継続するとともに、ルールに
基づく適正かつ合理的な事務処理体制の構築を図りました。

２．諸会議の開催状況
⑴　第12回通常総会

　　　　　開 催 日　　令和５年６月５日（月）
　　　　　会　　場　　新潟グランドホテル　５階「常磐」
　　　　　出席人数　　1,488社（委任状含む）
　　　　　決議事項
　　　　　　第１号議案　令和４年度決算報告承認の件
　　　　　　第２号議案　役員選任（案）承認の件
　　　　　　第３号議案　定款一部変更の件
　　　　　　第４号議案　その他
　　　　　報告事項
　　　　　　①理事会承認事項
　　　　　　　　令和４年度　事業報告
　　　　　　　　令和５年度　事業計画
　　　　　　　　令和５年度　収支予算
　　　　　　②その他

⑵　理事会
　　　　・第１回
　　　　　開 催 日　　令和５年５月22日（月）
　　　　　場　　所　　新潟グランドホテル　３階「悠久」
　　　　　出席人数　　39名（理事59名中）
　　　　　決議事項
　　　　　　第１号議案　令和４年度事業報告承認の件
　　　　　　第２号議案　令和４年度決算報告承認の件
　　　　　　第３号議案　役員選任（案）承認の件
　　　　　　第４号議案　定款一部改定（案）承認の件
　　　　　　第５号議案　育児・介護休業規定新設の件
　　　　　　第６号議案　職員就業規則および給与規定一部改定の件
　　　　　　第７号議案　その他
　　　　　報告事項
　　　　　　①全法連及び新潟県連功労者表彰について
　　　　　　②会員増強運動表彰者について
　　　　　　③その他
　　
　　　　・第２回
　　　　　開 催 日　　令和５年６月５日（月）
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　　　　　場　　所　　新潟グランドホテル　５階「波光」
　　　　　出席人数　　37名（理事58名中）
　　　　　決議事項
　　　　　　第１号議案　会長の選定について
　　　　　　第２号議案　副会長、常任理事、専務理事の選定について

　　　　・第３回
　　　　　開 催 日　　令和５年８月29日（火）
　　　　　場　　所　　新潟グランドホテル　３階「悠久」
　　　　　出席人数　　33名（理事58名中）
　　　　　決議事項
　　　　　　第１号議案　委員会の新委員就任並びに参与選任承認の件
　　　　　　第２号議案　その他
　　　　　報告事項
　　　　　　①令和６年度税制改正要望事項について
　　　　　　②広報委員会報告について
　　　　　　③会員増強運動について
　　　　　　④業務執行理事の業務報告について
　　　　　　⑤その他
　　　　　　　・優良経理担当職員表彰について

　　　　・第４回
　　　　　開 催 日　　令和６年３月13日（水）
　　　　　場　　所　　新潟グランドホテル　５階「常磐」
　　　　　出席人数　　33名（理事56名中）
　　　　　決議事項
　　　　　　第１号議案　令和６年度事業計画（案）並びに収支予算（案） 承認の件
　　　　　　第２号議案　令和６年度通常総会の日時及び場所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並びに議事に付すべき事項について
　　　　　　第３号議案　副会長選定（案）承認の件
　　　　　　第４号議案　その他
　　　　　報告事項
　　　　　　①業務執行理事の業務報告について
　　　　　　②令和６年度税制改正提言活動について
　　　　　　③会報の発行について
　　　　　　④令和５年12月末現在の会員数について
　　　　　　⑤青年部会の租税教室等の実施結果について
　　　　　　⑥女性部会の税に関する絵はがきコンクール実施結果について
　　　　　　⑦e－Taxの推進について
　　　　　　⑧福利厚生制度の実績について
　　　　　　⑨その他
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⑶　総務委員会
　　　　・第１回
　　　　　開催日　　令和５年５月12日（金）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題　　令和５年度定時総会に上程する議題について他
　　　　　　①令和４年度事業報告（案）承認の件
　　　　　　②令和４年度決算報告（案）承認の件
　　　　　　③役員選任（案）承認の件
　　　　　　④定款一部改定の件
　　　　　　⑤規定の新設および一部改定の件
　　　　　　⑥全法連及び県連功労者の表彰者について
　　　　　　⑦会員増強運動表彰者について
　　　　　　⑧その他

　　　　・第２回
　　　　　開催日　　令和６年２月28日（水）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①令和６年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
　　　　　　②令和６年度通常総会開催予定について
　　　　　　③副会長選定（案）について
　　　　　　④その他

⑷　税制委員会
　　　　・第１回（新潟県法人会連合会・新潟法人会合同税制委員会）
　　　　　開催日　　令和５年６月８日（木）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①全法連税制委員会の報告
　　　　　　②税制改正に関するアンケート調査結果について
　　　　　　③令和６年度要望書作成のための審議
　　　　　　④その他

⑸　広報委員会
　　　　・第１回
　　　　　開催日　　令和５年７月27日（木）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題　
　　　　　　①「会報152号」原稿の校正について
　　　　　　②次号「会報153号」発行計画について
　　　　　　③その他
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　　　　・第２回
　　　　　開催日　　令和５年11月１日（水）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　３階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①「会報153号」原稿の校正について
　　　　　　②次号「会報154号」発行計画について
　　　　　　③その他

　　　　・第３回
　　　　　開催日　　令和６年２月２日（金）
　　　　　会　場　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①「会報154号」原稿の校正について
　　　　　　②次号「会報155号」発行計画について
　　　　　　③その他

⑹　事業研修委員会
　　　　・第１回
　　　　　開催日　　令和５年４月13日（木）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①新委員長・副委員長選任について
　　　　　　②事業研修委員会新メンバーについて
　　　　　　③令和５年度セミナー・研修会実施計画について
　　　　　　④その他

　　　　・第２回
　　　　　開催日　　令和５年９月14日（木）
　　　　　場　所　　「和幸」会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①優良経理担当職員表彰式日程について
　　　　　　②優良経理担当職員表彰者の選考について
　　　　　　③特別講演会開催について
　　　　　　④表彰式当日の役割分担について
　　　　　　⑤その他

　　　　・優良経理担当職員表彰式
　　　　　開催日　　令和５年11月７日（火）
　　　　　場　所　　ホテルイタリア軒　５階「トリノ」
　　　　　表彰者　　14社　18名（内出席15名）
　　　　　出席者　　合計35名
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⑺　厚生委員会
　　　　・福利厚生制度連絡協議会
　　　　　開催日　　令和５年８月29日（火）
　　　　　場　所　　新潟グランドホテル　３階「悠久」
　　　　　議　題
　　　　　　①福利厚生制度の現況と今後の推進について
　　　　　　　大同生命保険㈱・AIG損害保険㈱・アフラック生命保険㈱
　　　　　　②大型保障制度　表彰式
　　　　　　③その他
　　　　・第１回
　　　　　開催日　　令和５年11月27日（月）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①福利厚生制度の推進について
　　　　　　②その他

⑻　その他会議・行事等
　　　　①地域部会事務連絡会
　　　　　開催日　　令和５年７月21日（金）
　　　　　場　所　　にいがた法人会館　２階　会議室
　　　　　議　題
　　　　　　①新潟法人会の現状および最近の動きについて
　　　　　　　・令和４年度決算
　　　　　　　・令和５年度予算
　　　　　　　・令和５年度事業計画
　　　　　　　・令和６年度税制改正要望事項について
　　　　　　　・その他
　　　　　　②現在の会員数および会員増強運動について
　　　　　　③福利厚生制度の推進について
　　　　　　④各地域部会の現況
　　　　　　　・各地域部会からの意見、要望
　　　　　　⑤その他
　　　　　　　・今後の予定、他

　　　　②新潟税務署管内税務団体協議会　総会
　　　　　開催日　　令和５年６月13日（火）
　　　　　会　場　　アートホテル新潟駅前
　　　　　議　題　　・令和４年度事業報告について
　　　　　　　　　　・令和４年度収支決算報告について
　　　　　　　　　　・令和５年度事業計画（案）について
　　　　　　　　　　・令和５年度収支予算（案）について
　　　　　　　　　　・令和５年度会長及び副会長（案）について

－ 　 －15－ 　 －14



　　　　③新潟税務署管内税務団体協議会　役員会
　　　　　開催日　　令和５年９月11日（月）
　　　　　会　場　　新潟税務署　２階　会議室
　　　　　議　題　　・令和５年度「税を考える週間」の行事予定について
　　　　　　　　　　・令和５年度「納税表彰式」について
　　　　　　　　　　・その他

　　　　④「税を考える週間」第２回イータ君カップ
　　　　　開催日　　令和５年11月11日（土）
　　　　　会　場　　新潟市体育館

　　　　⑤令和５年度　納税表彰式
　　　　　開催日　　令和５年11月14日（火）
　　　　　式　場　　ホテルイタリア軒　５階「トリノ」

　　　　⑥令和５年度　新潟市租税教育推進協議会　定期総会
　　　　　開催日　　令和５年11月16日（木）
　　　　　会　場　　新潟税務署　２階　会議室
　　　　　議　題　　・令和４年度事業報告
　　　　　　　　　　・令和５年度事業計画（案）
　　　　　　　　　　・その他

　　　　⑦新潟税務署管内税務団体協議会　役員会
　　　　　開催日　　令和６年１月12日（金）
　　　　　会　場　　新潟税務署　２階　会議室
　　　　　議　題　　・令和５年度「税を考える週間」の行事実施結果について
　　　　　　　　　　・令和５年度分確定申告期における広報計画について
　　　　　　　　　　・令和６年度収支予算（案）について
　　　　　　　　　　・令和６年度事業計画（案）について

⑼　部会関連
　　　　〔青年部会関係〕
　　　　　令和５年　　４月10日　　役員会・合同委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　第１回研修会「私の麺道70号線」
　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　関本製麺製粉工場　代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　新潟法人会　副会長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　関本喜代一　氏
　　　　　　 〃 　　　５月17日　　役員会・合同委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟法人会青年部会女性部会合同スポーツ大会
　　　　　　 〃 　　　５月26日　　関東信越法人会連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　青年部会連絡協議会正副会長会議
　　　　　　 〃 　　　６月２日　　全法連青年部会連絡協議会　定時連絡協議会

－ 　 －16



　　　　　令和５年　　６月21日　　第12回通常総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会「税務行政と納税道義についての一考察」
　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟税務署長　安藤　和之　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　役員会・合同委員会
　　　　　　 〃 　　　７月７日　　第１回県連青年部会連絡協議会正副会長会議
　　　　　　 〃 　　　７月12日　　役員会・合同委員会
　　　　　　 〃 　　　８月１日　　令和５年度新潟県献血功労者表彰式出席
　　　　　　 〃 　　　８月９日　　役員会・合同委員会
　　　　　　 〃 　　　９月13日　　役員会・合同委員会・租税教室研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　関東信越法人会連絡協議会　青年部会連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　合同セミナー
　　　　　　 〃 　　　10月４日　　第２回県連青年部会連絡協議会正副会長会議（Zoom）
　　　　　　 〃 　　　10月12日　　令和５年度　企業訪問研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　役員会・合同委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市租税推進協議会　租税教室意見交換会出席
　　　　　　 〃 　　　10月19日　　第39回県連青年部会連絡協議会合同セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　 講演会「循環から生まれた『越後バナーナ』が目指

す持続可能性」
　　　　　　　　　　　　　　　　　シモダ産業株式会社　取締役副社長　営業企画部部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　霜田真紀子　氏
　　　　　　 〃 　　　10月29日　　地域社会貢献活動　献血活動・税金クイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　：於　新潟市東総合スポーツセンター
　　　　　　 〃 　　　11月１日　　第３回県連青年部会連絡協議会正副会長会議（Zoom）
　　　　　　 〃  　11月９･10日　　第37回「法人会全国青年の集い」（山形大会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　全法連青年部会連絡協議会　第２回連絡協議会
　　　　　　 〃 　　　11月14日　　令和５年度納税表彰式出席
　　　　　　 〃 　　　11月15日　　役員会・合同委員会
　　　　　　 〃 　　　12月13日　　役員会・合同委員会
　　　　　　 〃 　　　12月19日　　第４回県連青年部会連絡協議会正副会長会議
　　　　　令和６年　　１月17日　　役員会・合同委員会・会員交流会（モルック体験会）
　　　　　　 〃 　　　２月14日　　役員会・合同委員会・租税教室研修会
　　　　　　 〃 　　　３月13日　　役員会・合同委員会
　　　　　　 〃 　　　３月19日　　新潟市租税推進協議会　租税教室意見交換会出席
　　　　　　 〃 　　　３月22日　　関東信越法人会連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　青年部会連絡協議会正副会長会議

　　　　〔女性部会関係〕
　　　　　令和５年　　４月13日　　全国女性フォーラム（愛媛大会）参加
　　　　　　 〃 　　　５月15日　　第１回定例会
　　　　　　 〃 　　　６月８日　　全法連：女連協定時連絡協議会出席
　　　　　　 〃 　　　６月19日　　全法連：功労者表彰式出席
　　　　　　 〃 　　　６月23日　　第12回通常総会
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　　　　　令和５年　　７月25日　　県連：第１回女性部会連絡協議会正副会長会議
　　　　　　 〃 　　　10月５日　　絵はがきコンクール最終選考会
　　　　　　 〃 　　　10月27日　　県連：女性部会連絡協議会　合同セミナー in 新潟
　　　　　　　　　　　　　　　　　 記念講演会「私とあなたのこころと心～備えておき

たい介護の心得～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　新潟地域福祉協会　理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　史　氏
　　　　　　 〃 　　　11月７日　　局連：女性部会連絡協議会　合同セミナー（栃木）参加
　　　　　令和６年　　１月25日　　役員会
　　　　　　 〃 　　　２月７日　　講演会及び新年会
　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会「食品ロスと食事の大切さについて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟調理師専門学校　学院長　吉田　育子　氏
　　　　　　 〃 　　　３月21日　　第２回定例会

　　　　県連女連協合同セミナー in 新潟　実行委員会開催
　　　　　令和５年　　４月25日
　　　　　　 〃 　　　６月25日
　　　　　　 〃 　　　７月21日
　　　　　　 〃 　　　８月22日
　　　　　　 〃 　　　９月１日
　　　　　　 〃 　　　９月６日
　　　　　　 〃 　　　９月19日
　　　　　　 〃 　　　10月12日
　　　　　　 〃 　　　10月26日

　　　　〔地域部会関係〕
　　　　 新潟西地域部会
　　　　　令和５年　　５月25日　　令和５年度定時総会
　　　　　　 〃 　　　11月22日　　 小さな会社のための電子帳簿保存法・インボイス制

度セミナー

　　　　 白根地域部会
　　　　　令和５年　　４月７日　　若手・新人社員研修
　　　　　　 〃 　　　４月11日　　令和５年度定時総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　研修会「税務コンプライアンス向上について」
　　　　　　 〃 　　　11月24日　　 経済講演会　メンタリスト日本チャンピオンが教える

「お客様心理の掴み方」
　　　　　令和６年　　１月22日　　研修会「相続対策の王道は？贈与あれこれ」

　　　　 亀田地域部会
　　　　　令和５年　　５月24日　　令和５年度定時総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　研修会「インボイス制度について」
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　　　　　令和５年　　11月14日　　 視察研修・三条市「一ノ木戸商店街、スノーピーク
Headquarters、㈱マルナオ」

　　　　　令和６年　　３月１日　　 セミナー「家族の介護と財産管理 ～成年後見と家族
信託、メリット・デメリット～」

　　　　 黒埼地域部会
　　　　　令和５年　　５月25日　　令和５年度定時総会
　　　　　　 〃 　　　12月６日　　 研修会「チェックシートを用いたコンプライアンス

について」

　　　　 豊栄地域部会
　　　　　令和５年　　５月26日　　第34回定時総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　セミナー「インボイス制度について」
　　　　　　 〃 　　　９月28日　　セミナー「コスト削減のカギは規程にあり!?」
　　　　　　 〃 　　　11月30日　　セミナー「事業承継と相続準備」
　　　　　令和６年　　２月15日　　セミナー「社長が行う税対策」

　　　≪功労による受彰者≫

　　　　令和６年度　全国法人会総連合功労者表彰（単位会関係）
　　　　　　該当なし

　　　　令和６年度　新潟県法人会連合会功労者表彰（単位会役員関係）
　　　　　≪表彰状≫
　　　　　　後藤　　透　（理　事）
　　　　　　佐藤　信久　（理　事）

　　　　令和６年度　新潟県法人会連合会功労者表彰（事務局専従役職員関係）
　　　　　　該当なし

 以上
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資料１

研修・セミナーで配付したテキスト等

⑴税に関するもの
　　①いつ何をする？経理担当のための地方税ガイド
　　②令和５年版　土地・建物の税金ガイド
　　③令和５年版　主要税法便覧
　　④令和５年改正に対応！　基礎からわかるインボイス
　　⑤Ｑ＆Ａでよくわかるインボイスのギモン
　　⑥令和５年度　ことしの税制改正のポイント
　　⑦令和５年版　会社税務のてびき
　　⑧くらしの税金百科2023～2024
　　⑨はじめての消費税計算と申告のしかた
　　⑩経理担当者が迷いがちなインボイス制度Ｑ＆Ａ
　　⑪確定申告ガイドブック
　　⑫中小企業経営者のための　新・贈与税制度の活用＆相続対策
　　⑬令和６年度　絵と図表でわかる相続・贈与の税金
　　⑭令和５年版　基礎からまなぶ消費税
　　⑮中小企業経営に役立つ ! ! 新・自主点検チェックシート
　　⑯年末調整実務のポイント
　　⑰令和６年度　ここが変わる！ことしの税制改正
　　⑱令和５年度　税制改正のあらまし
　　⑲令和５年版　源泉所得税実務のポイント
　　⑳令和５年版　会社の決算・申告の実務
　　㉑小学校向け租税教育用マンガ「おじいさんの赤いつぼ」
　　㉒ 租税教室用テキスト「キミも納める！税金どこ行くの？タックスフントと

けんたくん」
　　㉓令和５年度版　新設法人のための「会社の税金ガイドブック」
　　㉔令和５年度　速報　税制改正のあらまし
　　㉕令和５年度版　会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ

⑵経営支援に関するもの、その他
　　①令和５年度版　労働・社会保険法令の改正対応リスト
　　②基礎からわかる社会保険・労働保険の事務手続
　　③企業を守るためのインターネットトラブルの法務対応
　　④令和５年度　とっておきの相続・事業承継成功のツボ
　　⑤2023年版　定年前後のしくみと手続き　年金・保険・税金
　　⑥令和５年度版　知って安心　あなたの年金Q＆A
　　⑦さあ、NISAをはじめよう！
　　⑧令和５年版　会社がもらえる助成金活用のポイント
　　⑨労働法改正 労災防止 テレワーク　最近よくある労務相談とリスク対策
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　　⑩カーボンニュートラル・GXがまるごとわかる！　脱炭素経営ガイド
　　⑪税務・労務の手続き　さっとデジタル化ガイド
　　⑫中小企業のための健康経営入門
　　⑬相続発生から１年間の手続きガイド
　　⑭社会人のための基本ビジネスマナー
　　⑮基本が身につく！ビジネスマナー
　　⑯知ろう！考えよう！食品ロスのはなし
　　⑰2024年度　総務部門のお仕事スケジュール
　　⑱税務調査官の視点で確認！電子帳簿等保存制度のチェックポイント
　　⑲強いチームはこうして作る　段取り力の鍛え方
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資料２
新潟県連と合同でまとめた要望事項

令和６年度税制改正要望事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　新潟県法人会連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　新潟法人会

総　　　論

第一　はじめに
　新型コロナウイルス感染症はワクチン接種のひろがりやウイズコロナの生活
様式の浸透から、感染症としての位置づけが見直され、経済活動への直接的な影
響はかなり減少してきましたが、依然として地域の中小企業・小規模事業者の受
注や売り上げに多大な影響を及ぼし、業況、業績の悪化を招いています。また、
ロシア・ウクライナの紛争の長期化によるエネルギー価格や原材料価格の高騰、
政府からの物価上昇を十分にカバーする継続的な賃上げの取組みなど、企業の経
営環境の課題が山積する中、中小企業・小規模事業者への手厚い支援が求められ
ます。
　国債で賄ったコロナ対策費の負担への対応、防衛力の抜本強化に向けた防衛費
の増額、児童手当の拡充など少子化対策の財源確保、団塊の世代が後期高齢者に
入りはじめ医療と介護の給付費急増が見込まれているなど、財政再建と持続可能
な社会保障制度の構築が大きな課題となっています。さらに、女性活躍の推進、
働き方の多様化やグローバル化の進展など社会構造の変化への対応のほか、デジ
タル化、脱炭素社会の実現、大規模自然災害からの復興などといった課題にも対
応していく必要があります。
　物価高や新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、地域経済と雇用を担う中
小企業の活性化が不可欠であり、経済対策を躊躇なく、実行することが求められ
ます。
　基本的に、緊縮財政や増税に頼るのではなく、政府の積極的な財政出動や金融
緩和等の景気対策によって、税収を伸ばすことが全国の法人会（中小企業）の原
点であり何よりも必要です。
　また、超高齢化社会が急速に進展する中、持続可能な社会保障制度の構築と財
政健全化の両立が引き続き重要な課題です。

第二　行財政改革の徹底
　令和５年度予算編成は、歳入114.3兆円のうち、税収は69.4兆円、国債の新規発
行額は35.6兆円であり、公債依存度は31.1％となり、令和５年度末の国及び地方
の長期債務残高は1,279兆円となる見込みです。また、本年１月に内閣府が発表
した「中長期の経済財政に関する試算」によれば、「成長実現ケース」における
2025年度の基礎的財政収支対GDP比は、△0.2％（△1.5兆円）であり、基礎的財
政収支が黒字化するのは2026年度となる見込みです。
　本格的な歳出・歳入の一体的改革が重要であり、歳入では安易に税の自然増収
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を前提とすることなく、また歳出については聖域を設けずに分野別の具体的な削
減・抑制の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行することが求められます。
経済あっての財政であり、経済をしっかり立て直し、不退転の体制で、財政健全
化に向けて取り組むことが必要です。
　行政改革を徹底するに当たっては、以下の諸施策について、直ちに明確な期限
と数値目標を定めて改革を断行するよう強く求めます。
　１．議員定数・報酬等の歳費の削減と選挙制度改革
　２．特殊法人改革等の推進
　３．積極的な民間活力の導入
　４．特別会計の抜本的改革
　５．予算執行についてのチェック体制強化
　６．国、地方公務員の能力を重視した賃金体系による人件費の抑制

第三　社会保障制度改革推進について
　日本は、本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎えようとしており、今は
まさにそれに対処するために舵を切っていくべき重要な時期にあたります。今後
の人口動態の変化や経済社会の変容を見据えつつ、日本が目指すべき社会の姿を
描くこと、そして、その実現に向けて社会保障政策が取り組むべき課題を総合的
かつ明確に示すことは、極めて重要です。
　持続可能な社会保障制度を構築するには、適正な「負担」を確保するとともに、
「給付」の「重点化・効率化」によって可能な限り抑制することが必須です。さ
らに、いわゆる「年収の壁」により就労調整が行われ、中小企業が人手不足となっ
ていることを鑑み、税と社会保障のあり方について検討することが必要です。
　社会保障のあり方では、「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直す
ほか、公平性の視点も求められます。医療控除の窓口負担や介護保険の利用者負
担などについては、高齢者においても負担能力に応じた公平な負担を原則とする
必要があります。

第四　法人税制について
　地域経済の担い手である中小企業は、エネルギー、原材料価格の上昇や賃上げ
の要請など厳しい経営環境におかれています。更に新型コロナウイルス拡大によ
る深刻な影響と自然災害による被害も多発して、中小企業を取り巻く環境は一段
と厳しさを増しています。事業の継続や新規分野への展開を支援するための税制
の拡充、これまでの支援策の特例期間の延長や追加支援策を迅速に実行していく
ことが強く求められます。また、防衛力強化に係る財源確保のための法人税活用
の議論について注視していくことが必要です。
　１．法人税率の軽減措置
　　�　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が２年延長されました

が（令和７年３月まで）、引き続き本則化することを要望いたします。
　　�　また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所

得金額を、1,600万円程度に引き上げることを求めます。
　２．交際費課税の特例
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　　�　交際費等の損金不算入制度の特例が、地方活性化の中心的役割を担う中小
企業の経済活動を支援する観点から本則化するか、または、令和６年３月末
までとなっている適用期限を延長することを求めます。

　３．賃金引上げのための優遇見直し
　　�　賃上げは人員確保のために必要対策になっており、黒字企業のみに有効な

税優遇に限らず、中小法人全般に効果的な優遇措置が必要です。
　４．役員給与の損金算入の拡充
　　�　現行制度では、役員給与の損金算入の取扱いが限定されており、とくに報

酬等の改定には厳しい制約が課せられています。役員給与は職務執行の対価
であり、原則損金算入できるよう見直すべきです。

第五　消費税制について
　軽減税率の導入は、事業者の人的経済的負担が増大するとともに、単一税率と
比較して膨大な税収を失い、社会保障と税の一体改革を大きく後退させています。
対象品目の判定が難しく複雑化していることで、制度の廃止を求める声が根強く、
軽減税率制度は見直すべきであり、弾力的な対応を求めます。
　単一税率における、逆進性対策として、給付付き税額控除の導入、すなわち、
マイナンバー制度を利用して、消費税負担分を低所得者に還付する制度の創設が
ひとつの解決策となります。
　また、令和５年10月に導入するインボイス制度についても、事業者のインボイ
ス制度に対する理解が十分に深まっているとは言い難い状況にあります。事業者
の事務負担やコストが増加することや免税事業者が商取引から排除される恐れが
あります。免税事業者が課税事業者へ変更時の激変緩和措置などがとられていま
すが、期間の延長などの措置が求められます。また、課税事業者が免税事業者と
取引を行うに際し、取引価格の引下げや取引の停止などの不利益を与えないよう、
仕入れ額控除の経過措置の拡大など、更に実効性の高い対策をとるべきです。
　また、インボイス制度や電子帳簿保存法の改正による電子データ保存の義務化
に対応するなど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々増加しています。令
和５年度税制改正で一部の猶予措置や緩和措置が講じられましたが、引き続き、
システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配
慮が求められます。

第六　事業承継税制について
　わが国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化、雇用の確保などに
大きく貢献しており、中小企業の事業承継税制は、日本経済にとって大きな影響
を及ぼします。
　少子化が進む中で、事業継承の件数全体に占める親族外の第三者継承の割合が
高まってきているなか、後継者へのスムーズな資産移転ができるよう支援を強化
するべきです。そのために、事業用資産を一般資産と切り離した本格的事業継承
税制の創設や非上場株式の評価については、相続税負担軽減の観点からも株価評
価を低減するよう求めます。
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第七　地方税制について
　１　固定資産税評価見直し
　　�　固定資産税は、土地・建物の収益性の低下に比べ、過大な負担となってい

ます。実際の価格と乖離した評価による課税標準額の決定は、納税者の不信
感を招いていることから、評価時期や負担水準など、抜本的な見直しを行い、
評価体制の一元化を図るべきです。

　　　⑴�商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に
見直す。

　　　⑵�家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　　　⑶�償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、申告対象外と

なる「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（30万円）
にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。
また、諸外国の適用状況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直す。

　　　⑷�固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置かれて
いるため、大幅に引き上げる。

　　　⑸�国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っ
ているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化する。

　２　事業所税について
　　�　事業所税は、固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべき

です。

第八　マイナンバー制度について
　マイナンバー制度は、すでに運用を開始していますが、未だ国民や事業者が正
しく制度を理解しているとは言い難く、情報管理やシステム運用での不備が散見
され、制度の信用が大きく失墜している状況にあります。政府は制度の意義の周
知に努め、制度の運用に当たっては、個人情報の漏洩、第三者の悪用を防ぐため
のプライバシー保護など、不安払拭が急務であり、制度の適切な運用が担保され
る措置を講じることが極めて重要です。
　また、マイナンバーカードの利便性の向上を継続的に高め、身近な制度にする
ことが求められます。健康保険証としての利用促進、各種行政サービスの手続き
をワンストップ化、e－TaxやeLTAXを利用した場合の申告納税手続きの簡素化
や各種手当等の申請手続きの簡略化などカード普及を継続的に実施していくこと
が必要です。

【　個　別　事　項　】

第一　法人税関係
　１　無形減価償却資産
　　�　ソフトウェアは、無形減価償却資産として、５年償却となっていますが、

技術革新の加速化を考慮し期間を３年に短縮すること。
　２　引当金
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　　�　退職給与引当金は、将来確実に発生する債務であり損金算入を認めること。
また、賞与引当金についても、各月に発生する未払い費用として、損金算入
を認めること。

　３　法人税の延納
　　　不況時における資金繰りに考慮し、法人税の延納制度を復活すること。
　４　申告書の提出期限
　　�　会社法上の決算事務を２カ月以内に完了することが困難の為、法人税の確

定申告の提出期限を事業年度終了後、３カ月以内とすること。
　５　少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置
　　�　少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入

額の上限（合計300万円）を撤廃し全額を損金算入とすること。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和６年３月末日までとなっている特例措置の適用
期限を延長すること。

　６　電話加入権の損金算入
　　�　電話加入権については、昨今の電話の普及状況を鑑み、非償却資産から減

価償却資産に見直し、損金算入を認めること。
　７　耐震補強工事による特別償却
　　�　建物等の構造物に対する耐震補強工事を実施した場合、特別償却または税

額控除制度を設けること。

第二　所得税関係
　１　各種控除制度の見直し　
　　�　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す必要がありま

す。特に、人的控除については改正の影響を見極めながら、適正化を図るべ
きです。

　２　土地・建物等の損益通算
　　�　土地・建物等の譲渡により生じた譲渡損失の損益通算及び繰越控除を認め

ること。
　３　不動産所得の負債利子の損益通算　　
　　�　土地等に係る負債利子については、不動産所得の計算上生じた損失がある

場合に、他の所得との損益通算が認められないこととなっていますが、この
取扱いはバブル期の措置として設けられたものであり、大きく環境が変わっ
ていることから損益通算を復活させること。

　４　医療費控除
　　�　医療費控除については、昨今の実情を勘案し、最高限度額を300万円（現

行200万円）に引き上げること。
　５　源泉納付
　　�　源泉所得税の１月の納付期限については、年末調整事務や年末年始の休暇

等の特殊事情、および週休二日制の普及を考慮し、「納期限の特例」適用者
以外の源泉徴収義務者に対しても１月20日（現行１月10日）とすること。

－ 　 －26



第三　相続税・贈与税関係
　１　親族外への事業承継に対する措置の充実
　２　贈与税の控除額引上げ
　　　⑴��昭和63年以来据え置かれている居住用不動産の配偶者控除額を2,000万

円から3,000万円に引き上げること。
　　　⑵��贈与税の基礎控除を引上げること。
　　　⑶��相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引き上げること。
　３　保険金・死亡退職金の非課税限度額引上げ
　　　法定相続人１人500万円を1,000万円に引き上げること。
　４　課税財産の見直し
　　�　相続開始後に発生する相続に伴う費用（遺言執行費用、税理士・弁護士報

酬等）は、相続税の課税財産から控除すること。

  以　　上　
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資料３

令和６年度税制改正に関する提言（要約）

《基本的な課題》

Ⅰ．税・財政改革のあり方

・  コロナ対策財源の借金をどう返済するかが重要な課題だが、その議論が全くな
いのは極めて遺憾である。すでに米国や英国、ドイツなどの先進諸国では早くか
ら増税を含む借金返済計画を策定し一部を実施に移している。我が国だけが議
論さえ封印していたのでは国際社会の常識からみても異様であり無責任である。

・ 岸田政権は「異次元の少子化対策」を打ち出しながら、有力な財源となり得る消
費税など新たな負担は求めないとしている。少子化対策は目的税としての消費税
の対象分野である。コロナ対策財源も医療分野はその対象になる。ただいたずら
に消費税を否定していたのでは、持続可能な社会保障制度の確立と財政健全化を
両立させる税財政改革の議論は成り立たないし、国の未来も開けないであろう。
１．財政健全化に向けて
・ 歳出だけを先行させ、財源論を置き去りにする手法は財政規律を決定的に毀損

させかねない。まずは2025年度の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）
黒字化目標を確実に達成せねばならないが、その後の財政健全化の議論も並行
して開始する必要がある。その際には財政規律を確立するための新たな健全化
目標や実効性を担保できる財政運営手法が欠かせない。

　⑴  財政健全化は国家課題であり、本格的な歳出・歳入の一体改革を進めること
が重要である。歳入では安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出については聖域を設けずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工程表を
明示し、着実に改革を実行するよう求める。

　⑵  国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市場に多大な影
響を与え、成長を阻害することが考えられる。政府による過剰な依存が主因
とはいえ、日銀の国債保有は異常に高い水準に達しているほか、株式市場で
も市場機能を歪めかねない存在となっている。このため、日銀は長短金利操
作（イールドカーブ・コントロール）の修正によるゼロ金利政策の一層の柔
軟化に乗り出している。今後の金融政策は正常化に向かうとみられるが、そ
の際には政府と日銀が健全な関係を構築し、市場の動向を見極めながら副作
用を最小限に抑えるよう細心の政策運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
・ 「中福祉・低負担」のいびつな構造を「中福祉・中負担」に改革する。具体的に

は適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」によって
可能な限り抑制する。

・ 社会保障の基本は「自助」「公助」「共助」であり、その役割と範囲を不断に見
直すことが重要であり、その際には公平性の視点が欠かせない。とりわけ、医
療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人負担については、高齢者
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においても負担能力に応じた公平な負担を原則とする必要がある。
　⑴  年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開始年齢の引き上

げ」、「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的
な施策を実施すべきである。

　⑵  医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル化対応など大胆な規制改
革を行う必要がある。また、都市と地方、診療科間の公平性を確保するため
に診療報酬（本体）の配分等を見直すとともに、政府の新目標であるジェネリッ
ク普及率「全ての都道府県で80％以上」を達成した後も、その供給体制の在
り方を含め議論する必要がある。

　⑶  介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者とそ
うでない者とにメリハリをつけ、医療と同様に公平性の視点から給付と負担
のあり方をさらに見直すべきである。

　⑷  生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の
防止などさらなる厳格な運用が不可欠である。

　⑸  少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等の整備、保育士の待遇改
善などの現物給付に重点を置くべきである。また、企業も積極的に子育て支
援に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検討する。
欧米に比べ取得面で大きく見劣りする育休制度については、企業側も意識改
革が必要となろう。

　　 児童手当の所得制限を撤廃し富裕層にまで支給対象を広げる政府方針につい
ては、出生率の向上につながるか疑問があるほか、公平性確保の点からみて
極めて問題である。子ども・子育て支援には安定的財源を確保せねばならな
いが、こうした政策は性格上聖域化されがちである。公平性や実効性の確保
を前提とし、バラマキ政策とならないよう十分な監視が必要である。

　⑹  少子化対策の財源として社会保険料の上乗せ案が挙げられているが、中小企
業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長
を阻害しないような制度づくりが求められる。また、配偶者控除等の税の問
題や年金等の社会保障の問題は就労調整が行われる一つの要因とされており、
人手不足で悩む中小企業にとって深刻な問題である。女性の就労を支援する
政策を含め、税制と社会保障の問題を一括して議論すべきである。

３．行政改革の徹底
・ 行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が「まず隗より始

めよ」の精神に基づき自ら身を削ることが肝要である。以下の諸施策について、
直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行するよう強く求める。

　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑制。　　　
　⑵  厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力を重視した賃

金体系による人件費の抑制。
　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．マイナンバー制度について
・ 先ごろには健康保険証との一体化などをめぐりカードの登録に関する情報管理
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面で問題が生じ、制度に対する不信感が表面化する事態となった。政府は国民
の不安を払拭するために、制度の運用に当たっては個人情報の漏洩、第三者の
悪用を防ぐためのプライバシー保護などが担保される措置を徹底することが重
要である。そして制度の意義や利便性について改めて丁寧に説明し理解を求め
ていかなければならない。

５．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

１．中小企業の活性化に資する税制措置
・ 中小企業は地域経済と雇用の担い手であるだけでなく､ 我が国経済の礎である｡ モ

ラルハザードの誘発には注意しなければならないが、健全な経営に取り組んでいる
企業が立ちゆくよう実効性ある支援をすることは、政府の責任であり義務といえよう。

　⑴法人税率の軽減措置
　　 　中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本則化すべきである。また、

昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、
少なくとも1,600万円程度に引き上げる。

　⑵中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
　　 　租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したもの

は廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革      新など経
済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。

　　① 中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
を含める。

　　② 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入
額の上限（合計300万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直
ちに困難な場合は、令和６年３月末日となっている適用期限を延長する。

　⑶中小企業等の設備投資支援措置
　　 　「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計画に係る固定資産税特例」

等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦
課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対処する。なお、「カーボン
ニュートラルに向けた投資促進税制」は、令和６年３月末日が適用期限となっ
ていることから、適用期限を延長する。

２．事業承継税制の拡充
・ 我が国企業の大半を占める中小企業は、先に指摘したように地域経済や雇用の

確保などに大きく貢献している。中小企業が相続税の負担によって事業が承継
できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。

　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
　　 　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまって

おり、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業継続に資す
る相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式
を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。
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　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　 　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、10年間の

特例措置として同制度の拡充が行われたが、特例承継計画の提出件数は伸び
悩んでおり、政府は制度の検証を行う必要がある。

　　 　また、特例承継計画の提出期限は１年間延長され、令和６年３月末日まで
となっているが、コロナ禍からの完全回復には時間がかかるうえ、エネルギー
価格が高止まりしているなど、中小企業を取り巻く環境は依然厳しい状況に
ある。特例承継計画の提出期限等の延長を求めるとともに、事業承継がより
円滑に実施できるよう以下の措置を求める。

　　①猶予制度ではなく免除制度に改める。
　　② コロナ禍の影響などを考慮すると、より一層、平成29年以前の制度適用者

に対しても要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　③ 国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必

要がある。
　⑶  取引相場のない株式の評価の見直し
３．消費税への対応
・ 政府は、軽減税率制度とインボイス制度について、国民や事業者への影響、低

所得者対策の効果等を検証し、問題があれば制度の是非を含めて見直しが必要
である。

　⑴  インボイス制度の導入にあたり、国は事業者に混乱が生じないよう制度の周
知を徹底するとともに、事務負担を軽減するような環境整備が必要である。
また、課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引価格の引き下げや取引
の停止などの不利益を与えないよう、実効性の高い対策をとるべきである。

　⑵  消費税の滞納防止は税率の引き上げやインボイス制度の導入に伴ってより重
要な課題となっている。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

　⑶  インボイス制度や電子帳簿保存法の改正による電子データ保存の義務化に対
応するため、事業者の事務負担、納税協力コストは年々増加している。システ
ム改修や従業員教育などについて、中小企業に対する特段の配慮が求められる。

Ⅲ．地方のあり方

・ 地方活性化戦略では、地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化策を策
定し地域の民間の知恵と工夫により、新たな地場技術やビジネス手法を開発して
いかねばならない。また自治体側は自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
革を企画・立案し実行するなど、自立・自助を基本理念とすることが肝要である。

　⑴  地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の特
性に根差した技術の活用、地元大学との連携などによる技術集積づくりや人
材の育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。また、中小企業の
事業承継の問題は地方創生戦略との関係からも重要と認識すべきである。

　⑵  広域行政による効率化や危機対応について早急かつ具体的な検討を行うべき
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である。基礎自治体（人口30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村
合併を推進し、合併メリットを追求する必要がある。

　⑶ 国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には、「事業仕分け」
のような民間のチェック機能を活かした手法が有効であり、各自治体におい
ても広く導入すべきである。

　⑷  地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数（全国平
均ベース）が改善せずに高止まりしており、適正な水準に是正する必要がある。
そのためには国家公務員に準拠するのではなく、地域の民間企業の実態に準
拠した給与体系に見直すことが重要である。

　⑸ 地方議会は大胆にスリム化するとともに、より納税者の視点に立って行政に
対するチェック機能を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の
削減と政務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当
制を広く導入するなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興等

・ これまでの効果を十分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、原発事故
への対応を含めて引き続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災地にお
ける企業の定着、雇用確保などに対し実効性ある措置を講じるよう求める。

・ 近年、熊本をはじめとした強い地震や台風などによる大規模な自然災害が相次
いで発生している。東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場に立った
適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて
取り組まなければならない。

Ⅴ．その他

１．納税環境の整備
２．環境問題への対応
３．租税教育の充実

«税目別の具体的課題»
１．法人税関係
　⑴役員給与の損金算入の拡充
　　①役員給与は損金算入とすべき
　　②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
　⑵交際費課税の適用期限延長
　⑶ 中小企業向け賃上げ促進税制の適用期限延長
２．所得税関係
　⑴  得税のあり方
　　①基幹税としての財源調達機能の回復
　　②各種控除制度の見直し
　　③個人住民税の均等割
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　⑵  少子化対策
３．相続税・贈与税関係
　⑴  被相続人１人に対する法定相続人の数は減少傾向（平成15年3.40→令和２年

2.73）にある。さらに、基礎控除の引き下げや地価の上昇により相続税の課税
件数割合が平成27年の8.0％から令和３年は9.3％と高水準に達していることか
ら、基礎控除のあり方を見直す必要がある。

　　 　また、現行の相続税の課税方式（法定相続分課税）は、相続人の相続額に応じ
た課税がされず、一人の相続人の申告漏れが他の相続人にも影響する等の問題が
指摘されており、課税方式のあり方についても併せて検討することが必要である。

　⑵  経済の活性化に資するよう、贈与税の基礎控除を引き上げる。
４．地方税関係
　⑴  固定資産税の抜本的見直し
　　 　令和５年の全国の公示価格は、全用途平均・住宅地・商業地とも２年連続

で上昇し、上昇率が拡大している。都市計画税と合せて評価方法および課税
方式を抜本的に見直すべきである。

　　 　また、固定資産税は賦課課税方式であり、納税者自らが申告するものでは
ないことから、制度に対する不信感が一部見受けられる。地方自治体は、税
の信頼性を高めるためのさらなる努力が必要である。

　　① 商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。
　　②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　　③ 償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、申告対象外とな

る「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（30万円）に
まで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とする。また、諸
外国の適用状況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直すべきである。

　　④ 固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置かれてい
るため、大幅に引き上げる。

　　⑤ 国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っ
ているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきである。

　⑵  事業所税の廃止
　　 　市町村合併の進行により課税主体が拡大するケースも目立つ。事業所税は

固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。
　⑶ 超過課税
　⑷  法定外目的税
５．その他
　⑴  配当に対する二重課税の見直し
　⑵  森林環境税
　　 　令和６年度から施行される森林環境税について、現在、先行して別の財源を使っ

て地方自治体に配分（令和５年度は500億円）されているが、その半分が使い残さ
れ基金として積み立てられているとの指摘がある。これでは税が有効に活用されて
いるとは言い難く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本的に見直すべきである。

　⑶�電子申告
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資料４

法人会が要望した項目のうち改正が行われたもの

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

　令和６年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩
和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点
から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が行われ
ました。また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦
略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制が創設され、スタートアッ
プ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられました。加えて、グローバ
ル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等が行われるとともに、地域経済や中
堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限
の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等が行われました（令和６年度税制
改正大綱より）。
　法人会では、昨年９月に「令和６年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、そ
の後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回
の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延長、事業承継税制の特例承継計画
提出期限延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運
びとなりました。

［法人課税］
１．中小企業向け賃上げ促進税制

法人会提言 改正の概要
・  中小企業向け賃上げ促進税制について

は、適用期限が令和６年３月末日まで
となっていることから、その延長を求
める。

・  中小企業向けの措置について、教育訓
練費に係る税額控除率の上乗せ措置は
教育訓練費の増加割合が５％以上等で
ある場合に適用できることとし、くる
みんやえるぼし（２段階目）以上の認
定を受けた場合に税額控除率５％を加
算する措置を加え、５年間の繰越控除
制度が設けられた上で、適用期限が３
年延長されました。
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２．交際費課税
法人会提言 改正の概要

・  交際費課税の特例措置については、適
用期限が令和６年３月末日までとなっ
ていることから、その延長を求める。

・  交際費等の範囲から除外される一定の
飲食費に係る金額基準が１人当たり
5,000円以下から１万円以下に引き上
げられました。また、中小法人の特例
措置に係る適用期限が３年間延長され
ました。

３．中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
法人会提言 改正の概要

・  少額減価償却資産の取得価額の損金算
入の特例措置については、損金算入額
の上限（合計300万円）を撤廃し全額
を損金算入とする。なお、それが直ち
に困難な場合は、令和６年３月末日と
なっている適用期限を延長する。

・  中小企業の少額減価償却資産の特例に
ついて適用期限が２年間延長されま
した。

４．中小企業等の設備投資支援措置
法人会提言 改正の概要

・  「カーボンニュートラルに向けた投資
促進税制」は、令和６年３月末日が適
用期限となっていることから、適用期
限を延長する。

・  カーボンニュートラルに向けた投資促
進税制について、中小企業者が適用を
受けた場合の税額控除率が見直され
た上で、適用期限が２年間延長されま
した。

［事業承継税制］
１．相続税、贈与税の納税猶予制度

法人会提言 改正の概要
・  特例承継計画の提出期限は１年間延長

され、令和６年３月末日までとなって
いるが、コロナ禍からの完全回復には
時間がかかるうえ、エネルギー価格が
高止まりしているなど、中小企業を取
り巻く環境は依然厳しい状況にある。
特例承継計画の提出期限等の延長を求
める。

・  法人版事業承継税制の特例措置につい
て、特例承継計画の提出期限が２年間
延長されました。
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［その他］
１．森林環境税

法人会提言 改正の概要
・  令和６年度から施行される森林環境税

について、現在、先行して別の財源を
使って地方自治体に配分（令和５年度
は500億円）されているが、その半分
が使い残され基金として積み立てられ
ているとの指摘がある。これでは税が
有効に活用されているとは言い難く、
配分方法のあり方など、制度自体を抜
本的に見直すべきである。

・  森林環境譲与税に係る譲与基準につい
て、「私有林人工林面積」の譲与割合
を5.5割（改正前：５割）、「人口」の
譲与割合を2.5割（改正前：３割）と
する見直しが行われました。

－ 　 －36



－ 　 －36



令 和 ６ 年 度 事 業 計 画
（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

Ⅰ　活動の基本方針
　　  　公益社団法人の新潟法人会は、「法人会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、

税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税
務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献する
ことを目的とする。」と掲げている。

　　�　事業の実施にあたっては、法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きな
がら、組織・財政基盤の強化を図るために会員増強に注力するとともに、地域の活性
化にも配慮しつつ以下に掲げる諸施策に取り組む方針である。

Ⅱ　主な事業計画
１．税を巡る諸環境の整備・改善等を図る事業
⑴　税に関する研修・セミナー事業

　　　　  　税知識の一層の普及・啓発に努めることとし、会員を含めた多数の市民を対象
に、税務に係る幅広い知識の普及、税務コンプライアンスの向上、及び経営・財
政を取り巻く諸問題の改善を目的とした研修会やセミナーを開催する。

　　　　�　また、電子帳簿保存法の理解、インボイス制度の定着、電子申告（e－Tax）
の普及などに向けて、引き続き関連のセミナー・研修会の開催に注力する。
⑵　講演会事業

　　　　  　税務署幹部職員、大学教授、ジャーナリスト等様々な視点から、税制に関する
考え方を聞くことで視野を広げ、「税」を身近に感じることができるよう会員・
一般に広く参加を募り、社会情勢等に即したテーマの講演会を開催する。
⑶　租税教育事業

　　　　  　次世代を担う児童・生徒に税の仕組み等を理解してもらうため、租税教育の充
実に努める。新潟税務署管内の小学校を対象に、青年部会によるGIGAスクール
設備を活用した「租税教室」、女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」
を継続して推進する。
⑷　税の広報事業

　　　　  　改正税法、インボイス制度、電子帳簿保存法、税務申告の情報などの早期周知・
定着及び電子申告（e－Tax）のさらなる普及に資するため、ＰＲ活動を継続し
ていく。

　　　　�　ホームページや広報誌に必要情報をタイムリーに掲載する。広報誌は、公共施
設や金融機関窓口に配置することで、多くの市民に税務情報の提供を図る。

　　　　�　また、イベント会場での税に関するクイズの実施、日本の税制に関する冊子の
配布などにより、市民に税制への関心を持ってもらう事業を継続する。
⑸　税の調査研究（支援を含む）及び社会への提言事業

　　　　  　財政健全化と持続可能な社会保障制度を構築するため、社会保障と税の一体改
革に本腰をいれて取り組むことが求められている。さらには、少子高齢化やグロー
バル化の進展、アフターコロナへの対応などの社会構造の変化と諸課題に広く対
処していくことが必要である。

〔理事会承認事項〕令和６年度事業計画
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　　　　�　これらを踏まえ、地域の担い手である中小企業の活性化に資する税制をはじめ、
税のオピニオンリーダーとして建設的な提言を行っていく。

　　　　�　この事業として、会員各社の税に対する意見・要望を収集し、その意見・要望
をもとに、税制改正要望を取りまとめて国会、地方議会、関係官庁に向けて提言
していく活動を県連・全法連と連携して進めていく。
⑹　企業の税務コンプライアンスの向上施策

　　　　  　企業の内部統制の強化や経理水準の向上は、企業の成長や税務リスクの軽減の
ために重要である。国税当局等と協力して製作した「自主点検チェックシート」を、
研修会・セミナー等の開催時に活用し、税務コンプライアンス向上に積極的に取
り組んでいく。
⑺　e－Taxの普及及び定着についての取り組み

　　　　  　納税者の利便性向上、税務行政の効率化を図るため、会員企業に対し、添付書
類も含めたe－Taxの利用、キャッシュレス納付等の電子化を周知・促進する。

　　　　�　また、会員企業は、添付書類も含めてe－Taxにより申告書を提出いただくよう、
関与税理士に働き掛けを行う。

２．地域の経済社会環境の整備・改善等を図る事業
⑴　講演会・セミナーの開催事業

　　　　  　地域社会の活性化等を目的に、会員及び一般を対象に、政治経済情報、健康情
報、福祉的情報等の講演会や実務セミナーを開催する。

　　　　�　講師は、政治・経済学者、ジャーナリスト、コンサルタント、アナリスト、文
化人等、幅広い分野の専門家の中から選定する。
⑵　地域の福祉問題や環境問題などの改善に資する事業

　　　　  　会員および市民からチャリティでタオルを提供していただき、福祉施設・医療
施設の現場で利用してもらうことや、広く花の種や球根を配付し環境美化活動に
取り組むことで、福祉問題や環境問題の改善への貢献を図る。

　　　　�　また、日本赤十字新潟支社と共同で、社会貢献活動の一環として、スポーツイ
ベント会場等を利用し、献血活動に協力する。

３．会員支援のための親睦・交流及び福利厚生に資する事業
⑴　組織の強化・充実

　　　　  　法人会活動を充実させるためには、組織・基盤強化が重要であることから、会
員数を維持・増加を図るための諸施策を実施する。

　　　　�　役員の率先した参画と指導および協力保険会社３社との連携強化により新規会
員募集の推進を行うとともに、退会防止策を講じる等の対応策を展開する。

　　　　�　法人会事務局のガバナンス強化、職員の資質向上を目的として、地域部会事務
担当者会議を開催する。
⑵　広報活動の充実

　　　　  　会報の年３回発刊などにより、法人会の知名度アップ・活動内容の周知を図り、
会員増強等に資する広報活動に取り組む。

　　　　�　ポスター･新聞広告等によるPRを行うほか、ホームページの充実、パブリシティ
活用等の広報活動を展開する。
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⑶　女性部会・青年部会の充実
　　　　 ①  　「女性部会のあり方（指針）」に沿って、女性部会員の資質向上と法人会活動

の充実・活性化に努める。
　　　　　�　税の啓発活動としての小学生対象の「税に関する絵はがきコンクール」や食

品ロス削減への取組みの検討などの社会貢献活動を積極的に進める。
　　　　 ②  　青年部会の活動としてGIGAスクール設備を活用した「租税教室」を推進し、

「献血活動」、「部会員増強運動」、「健康経営推進」等についても、引き続き積
極的な展開を図る。

　　　　　�　また、青年部会の部会員を対象として実施する全法連のアンケート調査シス
テムの普及・活用に努める。

⑷　法人会会員の福利厚生の向上に資することを目的とする事業
　　　　  　会員企業の福利厚生の向上に資するため、また法人会の財政基盤の一層の強化

を図るため、協力保険会社３社との一層の連携強化により、福利厚生制度の充実、
推進を図っていく。
⑸　優良経理担当職員表彰

　　　　  　会員企業の経理業務に永年の功労があった担当者に対し、新潟法人会会長名に
より「優良経理担当職員表彰」を行う。

　　　　�　これらにより、一層の納税協力活動の推進者を育成するとともに、会員企業の
発展を支える人材の育成に寄与する。

４．本会の組織を充実し全国法人会総連合・新潟県法人会連合会と連携強化を
図る事業

　　　  　会員支援のために、異業種交流の一環として、会員間の情報交換や相互の親睦事
業を行うほか、会員等に限定した研修会講習会などの事業を行う。

５．本会の活動に関係する諸官公庁との連携を図る事業

６．その他、本会の目的達成に必要な事業
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　収支予算書（損益計算ベース）　
	 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで	 　	 	 （単位：円）

№ 科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
1 Ⅰ　一般正味財産増減の部
2 　１．経常増減の部
3 　　⑴　経常収益
4 　　基本財産運用益 100 100 0
5 　　　　基本財産受取利息 100 100 0
6 　　特定資産運用益 30 30 0
7 　　　　特定資産受取利息 30 30 0
8 　　受取会費 29,300,000 29,690,000 △� 390,000
9 　　　　正会員受取会費 29,200,000 29,600,000 △	 400,000
10 　　　　賛助会員受取会費 100,000 90,000 10,000
11 　　事業収益 3,430,000 3,145,000 285,000
12 　　　　会員親睦事業収益 2,800,000 2,500,000 300,000 懇親会等会費収入
13 　　　　青年・女性部会事業収益 630,000 645,000 △	 15,000 青年・女性部会会費収入
14 　　受取補助金等 21,773,500 22,156,700 △� 383,200
15 　　　　受取全法連助成金振替額（A） 20,153,500 20,556,700 △	 403,200
16 　　　　受取全法連助成金（B） 350,000 350,000 0
17 　　　　受取全法連補助金（B） 100,000 80,000 20,000 会員増強支援
18 　　　　受取県連補助金（B） 1,170,000 1,170,000 0
19 　　雑収益 100,600 50,600 50,000
20 　　　　受取利息 600 600 0
21 　　　　雑収益 100,000 50,000 50,000
22 　　経常収益計（A） 54,604,230 55,042,430 △� 438,200
23 　　⑵　経常費用
24 　　事業費 46,661,583 47,026,390 △� 364,807
25 　　（税に関する研修会事業） 2,119,400 2,359,400 △� 240,000
26 　　　　会場費 130,000 150,000 △	 20,000
27 　　　　資料費 1,100,000 1,200,000 △	 100,000
28 　　　　諸謝金 70,000 200,000 △	 130,000
29 　　　　通信運搬費 180,000 180,000 0
30 　　　　消耗品費 180,000 120,000 60,000
31 　　　　印刷製本費 400,000 450,000 △	 50,000
32 　　　　委託費 59,400 59,400 0
33 　　（税法税務に関する教材作成配布事業） 1,860,000 2,200,000 △� 340,000
34 　　　　資料費 1,860,000 2,200,000 △	 340,000
35 　　（租税教育事業） 991,000 1,116,000 △� 125,000
36 　　　　委員会費 30,000 30,000 0
37 　　　　旅費交通費 50,000 60,000 △	 10,000
38 　　　　通信運搬費 45,000 40,000 5,000
39 　　　　消耗品費 260,000 500,000 △	 240,000
40 　　　　印刷製本費 280,000 360,000 △	 80,000
41 　　　　支払負担金 126,000 126,000 0
42 　　　　委託費 200,000 0 200,000 租税教室講師用ツール作成
43 　　（税の広報事業） 102,000 108,000 △� 6,000
44 　　　　新聞掲載費 22,000 22,000 0
45 　　　　支払負担金 80,000 86,000 △	 6,000
46 　　（会報発行事業） 2,560,000 2,620,000 △� 60,000
47 　　　　会報作成費 2,500,000 2,580,000 △	 80,000
48 　　　　委員会費 60,000 40,000 20,000
49 　　（税制改正提言事業） 70,000 80,000 △� 10,000
50 　　　　調査研究費 60,000 60,000 0
51 　　　　委員会費 10,000 20,000 △	 10,000

〔理事会承認事項〕令和６年度収支予算
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№ 科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
52 　　（地域社会経営支援研修事業） 3,709,400 4,099,400 △� 390,000
53 　　　　会場費 600,000 600,000 0
54 　　　　資料費 900,000 1,000,000 △	 100,000
55 　　　　諸謝金 1,650,000 2,000,000 △	 350,000
56 　　　　通信運搬費 50,000 50,000 0
57 　　　　消耗品費 190,000 120,000 70,000
58 　　　　印刷製本費 250,000 250,000 0
59 　　　　委託費 59,400 59,400 0
60 　　　　支払負担金 10,000 20,000 △	 10,000
61 　　（地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業） 1,500,000 1,500,000 0
62 　　　　資料費 1,500,000 1,500,000 0
63 　　（地域社会貢献活動事業） 1,932,000 1,872,000 60,000
64 　　　　会場費 500,000 500,000 0
65 　　　　諸謝金 1,000,000 1,000,000 0
66 　　　　新聞掲載費 22,000 22,000 0
67 　　　　委員会費 20,000 20,000 0
68 　　　　通信運搬費 30,000 20,000 10,000
69 　　　　消耗品費 260,000 260,000 0
70 　　　　印刷製本費 100,000 50,000 50,000
71 　　（組織基盤強化のための支援事業） 520,000 520,000 0
72 　　　　会員増強推進費 500,000 500,000 0
73 　　　　委員会費 20,000 20,000 0
74 　　（会員支援事業） 660,000 770,000 △� 110,000
75 　　　　会員表彰事業費 600,000 740,000 △	 140,000
76 　　　　委員会費 60,000 30,000 30,000
77 　　（会員交流事業） 4,030,000 3,700,000 330,000
78 　　　　会員交流費 4,000,000 3,700,000 300,000
79 　　　　租税公課 30,000 0 30,000 消費税
80 　　（会員の福利厚生制度推進に関する事業） 50,000 100,000 △� 50,000
81 　　　　福利厚生事業費 50,000 100,000 △	 50,000
82 　　（管理費のうち事業費配賦額） 26,557,783 25,981,590 576,193
83 　　　　役員報酬 2,099,070 2,081,640 17,430
84 　　　　給料手当 10,284,600 10,450,000 △	 165,400
85 　　　　退職給付費用 628,140 385,585 242,555
86 　　　　福利厚生費 2,065,350 2,048,200 17,150
87 　　　　事務委託費 750,270 744,040 6,230
88 　　　　旅費交通費 843,000 836,000 7,000
89 　　　　通信運搬費 337,200 359,480 △	 22,280
90 　　　　リース料 1,299,906 1,287,440 12,466
91 　　　　減価償却費 884,442 884,442 0
92 　　　　消耗品費 758,700 727,320 31,380
93 　　　　修繕費 67,440 41,800 25,640
94 　　　　印刷製本費 84,300 83,600 700
95 　　　　燃料費 25,290 25,080 210
96 　　　　光熱水料費 337,200 359,480 △	 22,280
97 　　　　保険料 69,294 68,728 566
98 　　　　租税公課 771,691 771,691 0 固定資産税
99 　　　　委託費 3,624,900 3,556,344 68,556
100 　　　　事務所管理費 741,840 735,680 6,160
101 　　　　支払手数料 783,990 434,720 349,270
102 　　　　雑費 101,160 100,320 840
103 　　管理費 7,913,429 8,001,332 △� 87,903
104 　　　　役員報酬 390,930 408,360 △	 17,430
105 　　　　給料手当 1,915,400 2,050,000 △	 134,600
106 　　　　退職給付費用 116,985 75,640 41,345
107 　　　　福利厚生費 384,650 401,800 △	 17,150
108 　　　　渉外慶弔費 50,000 50,000 0

（単位：円）
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№ 科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
109 　　　　表彰費 30,000 80,000 △	 50,000
110 　　　　事務委託費 139,730 145,960 △	 6,230
111 　　　　会議費 2,420,000 2,320,000 100,000
112 　　　　　総会費 1,400,000 1,400,000 0
113 　　　　　役員会費 900,000 800,000 100,000
114 　　　　　委員会費 20,000 20,000 0
115 　　　　　その他会議費 100,000 100,000 0
116 　　　　旅費交通費 157,000 164,000 △	 7,000
117 　　　　通信運搬費 62,800 70,520 △	 7,720
118 　　　　リース料 242,094 252,560 △	 10,466
119 　　　　減価償却費 168,465 168,465 0
120 　　　　消耗品費 141,300 142,680 △	 1,380
121 　　　　修繕費 12,560 8,200 4,360
122 　　　　印刷製本費 15,700 16,400 △	 700
123 　　　　燃料費 4,710 4,920 △	 210
124 　　　　光熱水料費 62,800 70,520 △	 7,720
125 　　　　保険料 12,906 13,482 △	 576
126 　　　　租税公課 146,989 146,989 0 固定資産税
127 　　　　諸会費 460,300 463,900 △	 3,600 県連、商工会議所他
128 　　　　委託費 675,100 697,656 △	 22,556
129 　　　　事務所管理費 138,160 144,320 △	 6,160
130 　　　　支払手数料 146,010 85,280 60,730
131 　　　　雑費 18,840 19,680 △	 840
132 　　経常費用計（B） 54,575,012 55,027,722 △� 452,710
133 　　当期経常増減額（Ａ－Ｂ） 29,218 14,708 14,510
134
135 　２．経常外増減の部
136 　　⑴　経常外収益
137 　　　固定資産売却益
138 　　　固定資産受贈益
139 　　経常外収益計 0 0 0
140 　　⑵　経常外費用
141 　　　固定資産売却損
142 　　　固定資産除却損
143 　　　災害損失
144 　　経常外費用計 0 0 0
145 　　　当期経常外増減額 0 0 0
146 　　　税引前当期一般正味財産増減額 29,218 14,708 14,510
147 　　　法人税、住民税、および事業税 0 0 0
148 　　　当期一般正味財産増減額 29,218 14,708 14,510
149 　　　一般正味財産期首残高 100,636,505 100,621,797 14,708
150 　　　一般正味財産期末残高 100,665,723 100,636,505 29,218
151 Ⅱ　指定正味財産増減の部
152 　　受取補助金等 20,153,500 20,822,200 △	 668,700
153 　　　受取全法連助成金 20,153,500 20,822,200 △	 668,700
154 　　一般正味財産への振替額 △	20,153,500 △	20,822,200 668,700
155 　　　一般正味財産への振替額 △	20,153,500 △	20,822,200 668,700
156 　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
157 　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
158 　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
159 Ⅲ　正味財産期末残高 100,665,723 100,636,505 29,218

（単位：円）
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4
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決　議　事　項

第１号議案　令和５年度 決算報告承認の件
第２号議案　理事１名の選任（案）承認の件
第３号議案　その他





　貸　借　対　照　表　
令和６年３月31日現在

� （単位：円）

№ 科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

1 Ⅰ　資産の部
2 　１．流動資産
3 　　　　現金預金 37,162,539 35,599,432 1,563,107
4 　　　　　現金 102,775 131,739 △� 28,964
5 　　　　　普通預金 34,059,764 32,467,693 1,592,071
6 　　　　　定期預金 3,000,000 3,000,000 0
7 　　　　前払金 21,000 131,460 △� 110,460
8 　　　 【流動資産合計】 37,183,539 35,730,892 1,452,647
9 　２．固定資産
10 　　⑴　基本財産
11 　　　　　定期預金 5,000,000 5,000,000 0
12 　　　 【基本財産合計】 5,000,000 5,000,000 0
13 　　⑵　特定資産
14 　　　　　退職給付引当資産 3,380,344 2,856,719 523,625
15 　　　　　修繕積立引当資産 0 1,430,000 △� 1,430,000
16 　　　 【特定資産合計】 3,380,344 4,286,719 △� 906,375
17 　　⑶　その他固定資産
18 　　　　　建物 14,830,873 15,847,847 △� 1,016,974
19 　　　　　建物附属設備 737,690 518,039 219,651
20 　　　　　土地 43,913,266 43,913,266 0
21 　　　　　電話加入権 72,800 72,800 0
22 　　　　　保証金 50,000 50,000 0
23 　　　 【その他固定資産合計】 59,604,629 60,401,952 △� 797,323
24 　　　 【固定資産合計】 67,984,973 69,688,671 △� 1,703,698
25 　　　 【資産合計】 105,168,512 105,419,563 △� 251,051
26 Ⅱ　負債の部
27 　１．流動負債
28 　　　　　未払金 755,897 0 755,897
29 　　　　　預り金 395,766 409,014 △� 13,248
30 　　　 【流動負債合計】 1,151,663 409,014 742,649
31 　２．固定負債
32 　　　　　退職給付引当金 3,380,344 2,856,719 523,625
33 　　　 【固定負債合計】 3,380,344 2,856,719 523,625
34 　　　 【負債合計】 4,532,007 3,265,733 1,266,274
35 Ⅲ　正味財産の部
36 　１．基金
37 　　　　　基金 0 0 0
38 　２．指定正味財産
39 　　　 【指定正味財産合計】 0 0 0
40 　３．一般正味財産
41 　　⑴　代替基金 0 0 0
42 　　⑵　その他一般正味財産 100,636,505 102,153,830 △� 1,517,325
43 　　　 【一般正味財産合計】 100,636,505 102,153,830 △� 1,517,325
44 　　　　（うち基本財産への充当額） （� 5,000,000）（� 5,000,000）（� 0）
45 　　　　（うち特定資産への充当額） （� 0）（� 1,430,000）（△� 1,430,000）
46 　　　 【正味財産合計】 100,636,505 102,153,830 △� 1,517,325
47 　　　 【負債及び正味財産合計】 105,168,512 105,419,563 △� 251,051

〔第１号議案〕令和５年度　決算報告承認の件

－�　�－49



　正味財産増減計算書　
� 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで�� （単位：円）

№ 科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
1 Ⅰ　一般正味財産増減の部
2 　１．経常増減の部
3 　　⑴　経常収益
4 　　基本財産運用益 100 100 0
5 　　　　基本財産受取利息 100 100 0
6 　　特定資産運用益 29 39 △� 10
7 　　　　特定資産受取利息 29 39 △� 10
8 　　受取会費 28,948,240 29,365,040 △� 416,800
9 　　　　正会員受取会費 28,851,240 29,270,640 △� 419,400
10 　　　　賛助会員受取会費 97,000 94,400 2,600
11 　　事業収益 3,008,345 3,010,890 △� 2,545
12 　　　　会員親睦事業収益 2,373,500 2,294,000 79,500 懇親会等会費収入
13 　　　　青年・女性部会事業収益 634,845 716,890 △� 82,045 青年・女性部会会費収入
14 　　受取補助金等 22,468,700 22,662,200 △� 193,500
15 　　　　受取全法連助成金振替額（A） 20,556,700 20,822,200 △� 265,500
16 　　　　受取全法連助成金（B） 440,000 350,000 90,000
17 　　　　受取全法連補助金（B） 302,000 320,000 △� 18,000 会員増強支援･福利厚生推進補助
18 　　　　受取県連補助金（B） 1,170,000 1,170,000 0
19 　　雑収益 346,874 803,724 △� 456,850
20 　　　　受取利息 488 505 △� 17
21 　　　　雑収益 346,386 803,219 △� 456,833
22 　　経常収益計（A） 54,772,288 55,841,993 △� 1,069,705
23 　　⑵　経常費用
24 　　事業費 48,545,084 49,266,091 △� 721,007
25 　　（税に関する研修会事業） 1,973,443 4,077,208 △� 2,103,765
26 　　　　会場費 116,135 114,082 2,053
27 　　　　資料費 934,442 1,146,530 △� 212,088
28 　　　　諸謝金 135,096 183,392 △� 48,296
29 　　　　通信運搬費 195,502 199,921 △� 4,419
30 　　　　消耗品費 184,721 104,691 80,030
31 　　　　印刷製本費 348,147 455,087 △� 106,940
32 　　　　委託費 59,400 1,873,505 △� 1,814,105
33 　　（税法税務に関する教材作成配布事業） 2,482,416 2,658,171 △� 175,755
34 　　　　資料費 2,482,416 2,085,221 397,195
35 　　　　委託費 0 572,950 △� 572,950
36 　　（租税教育事業） 934,265 983,224 △� 48,959
37 　　　　委員会費 21,626 29,340 △� 7,714
38 　　　　旅費交通費 56,000 42,000 14,000
39 　　　　通信運搬費 46,397 41,964 4,433
40 　　　　消耗品費 443,904 500,017 △� 56,113
41 　　　　印刷製本費 297,406 289,903 7,503
42 　　　　支払負担金 68,932 80,000 △� 11,068
43 　　（税の広報事業） 101,652 192,057 △� 90,405
44 　　　　新聞掲載費 22,000 22,000 0
45 　　　　委託費 0 87,738 △� 87,738
46 　　　　支払負担金 79,652 82,319 △� 2,667
47 　　（会報発行事業） 2,602,155 3,275,086 △� 672,931
48 　　　　会報作成費 2,526,425 2,556,202 △� 29,777
49 　　　　委員会費 75,730 58,450 17,280
50 　　　　委託費 0 660,434 △� 660,434
51 　　（税制改正提言事業） 68,533 67,210 1,323
52 　　　　調査研究費 60,533 50,850 9,683
53 　　　　委員会費 8,000 16,360 △� 8,360

－�　�－50



№ 科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
54 　　（地域社会経営支援研修事業） 3,359,832 4,051,509 △� 691,677
55 　　　　会場費 607,515 587,332 20,183
56 　　　　資料費 1,059,350 736,020 323,330
57 　　　　諸謝金 979,235 1,717,071 △� 737,836
58 　　　　通信運搬費 70,478 103,522 △� 33,044
59 　　　　消耗品費 184,924 112,882 72,042
60 　　　　印刷製本費 381,930 235,962 145,968
61 　　　　委託費 59,400 550,220 △� 490,820
62 　　　　支払負担金 17,000 8,500 8,500
63 　　（地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業） 1,353,000 1,661,776 △� 308,776
64 　　　　資料費 1,353,000 1,358,500 △� 5,500
65 　　　　委託費 0 303,276 △� 303,276
66 　　（地域社会貢献活動事業） 2,149,960 2,417,382 △� 267,422
67 　　　　会場費 870,787 873,189 △� 2,402
68 　　　　諸謝金 842,946 1,033,175 △� 190,229
69 　　　　新聞掲載費 22,000 22,000 0
70 　　　　委員会費 12,000 24,000 △� 12,000
71 　　　　通信運搬費 19,708 17,971 1,737
72 　　　　消耗品費 285,994 114,000 171,994
73 　　　　印刷製本費 96,525 175,725 △� 79,200
74 　　　　委託費 0 157,322 △� 157,322
75 　　（組織基盤強化のための支援事業） 350,832 613,352 △� 262,520
76 　　　　会員増強推進費 350,832 613,352 △� 262,520
77 　　　　委員会費 0 0 0
78 　　（会員支援事業） 646,012 631,408 14,604
79 　　　　会員表彰事業費 587,012 617,248 △� 30,236
80 　　　　委員会費 59,000 14,160 44,840
81 　　（会員交流事業） 4,615,621 4,064,741 550,880
82 　　　　会員交流費 4,615,621 4,064,741 550,880
83 　　（会員の福利厚生の推進に関する事業） 41,078 63,695 △� 22,617
84 　　　　福利厚生事業費 41,078 63,695 △� 22,617
85 　　（管理費のうち事業費配賦額） 27,866,285 24,509,272 3,357,013
86 　　　　役員報酬 2,141,400 2,211,120 △� 69,720
87 　　　　給料手当 10,718,532 11,978,391 △� 1,259,859
88 　　　　退職給付費用 450,318 587,701 △� 137,383
89 　　　　福利厚生費 2,035,192 2,197,681 △� 162,489
90 　　　　事務委託費 765,400 0 765,400
91 　　　　旅費交通費 554,648 1,402,347 △� 847,699
92 　　　　通信運搬費 453,750 343,926 109,824
93 　　　　減価償却費 889,202 871,865 17,337
94 　　　　消耗品費 824,581 746,513 78,068
95 　　　　修繕費 1,352,780 175,433 1,177,347
96 　　　　印刷製本費 31,691 60,561 △� 28,870
97 　　　　燃料費 14,407 14,632 △� 225
98 　　　　光熱水料費 363,202 418,400 △� 55,198
99 　　　　保険料 70,636 73,003 △� 2,367
100 　　　　租税公課 771,859 771,691 168
101 　　　　リース料 1,321,880 1,327,334 △� 5,454
102 　　　　事務所管理費 791,972 765,694 26,278
103 　　　　委託費 3,592,575 0 3,592,575
104 　　　　支払手数料 631,367 427,858 203,509
105 　　　　雑費 90,893 135,122 △� 44,229
106 　　管理費 7,744,529 6,940,277 804,252
107 　　　　役員報酬 348,600 278,880 69,720
108 　　　　給料手当 1,744,878 1,510,789 234,089
109 　　　　退職給付費用 73,307 74,124 △� 817

（単位：円）
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№ 科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
110 　　　　福利厚生費 331,309 277,185 54,124
111 　　　　事務委託費 124,600 890,000 △� 765,400
112 　　　　旅費交通費 90,292 176,873 △� 86,581
113 　　　　通信運搬費 73,866 43,379 30,487
114 　　　　減価償却費 169,371 166,070 3,301
115 　　　　消耗品費 134,233 94,155 40,078
116 　　　　修繕費 220,220 22,127 198,093
117 　　　　印刷製本費 5,159 7,639 △� 2,480
118 　　　　燃料費 2,345 1,846 499
119 　　　　光熱水料費 59,126 52,771 6,355
120 　　　　保険料 11,499 9,207 2,292
121 　　　　租税公課 147,021 146,989 32
122 　　　　リース料 215,190 167,410 47,780
123 　　　　事務所管理費 128,926 96,574 32,352
124 　　　　委託費 584,837 53,863 530,974
125 　　　　支払手数料 102,781 53,965 48,816
126 　　　　会議費 2,466,979 2,254,846 212,133
127 　　　　　総会費 1,324,338 1,309,991 14,347
128 　　　　　役員会費 984,493 818,935 165,558
129 　　　　　委員会費 29,200 31,780 △� 2,580
130 　　　　　その他会議費 128,948 94,140 34,808
131 　　　　諸会費 463,900 485,050 △� 21,150 県連、商工会議所他
132 　　　　渉外慶弔費 25,000 59,493 △� 34,493
133 　　　　表彰費 206,293 0 206,293
134 　　　　雑費 14,797 17,042 △� 2,245
135 　　経常費用計（B） 56,289,613 56,206,368 83,245
136 　　当期経常増減額（Ａ－Ｂ） △� 1,517,325 △� 364,375 △� 1,152,950
137
138 　２．経常外増減の部
139 　　⑴　経常外収益
140 　　　固定資産売却益
141 　　　固定資産受贈益
142 　　経常外収益計 0 0 0
143 　　⑵　経常外費用
144 　　　固定資産売却損
145 　　　固定資産除却損
146 　　　災害損失
147 　　経常外費用計 0 0 0
148 　　　当期経常外増減額 0 0 0
149 　　　税引前当期一般正味財産増減額 △� 1,517,325 △� 364,375 △� 1,152,950
150 　　　法人税、住民税及び事業税 0 0 0
151 　　　当期一般正味財産増減額 △� 1,517,325 △� 364,375 △� 1,152,950
152 　　　一般正味財産期首残高 102,153,830 102,518,205 △� 364,375
153 　　　一般正味財産期末残高 100,636,505 102,153,830 △� 1,517,325
154 Ⅱ　指定正味財産増減の部
155 　　受取補助金等 20,556,700 20,822,200 △� 265,500
156 　　　受取全法連助成金 20,556,700 20,822,200 △� 265,500
157 　　一般正味財産への振替額 △�20,556,700 △�20,822,200 265,500
158 　　　一般正味財産への振替額 △�20,556,700 △�20,822,200 265,500
159 　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
160 　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
161 　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
162 Ⅲ　正味財産期末残高 100,636,505 102,153,830 △� 1,517,325

（単位：円）
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　財務諸表に対する注記　

１．重要な会計方針
　　⑴　固定資産の減価償却の方法
　　　　　定額法で減価償却を実施している。
	 	 	 	
　　⑵　引当金の計上基準
　　　　・退職給付引当金
　　　　　	　事務局職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると

認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

　　⑶　消費税等の会計処理
　　　　　消費税込額で表示している。
　　　　　会費収入は不課税である。

２．基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高
　　基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高は、次のとおりである。
	 （単位：円）

科　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
　定期預金 5,000,000 0 0 5,000,000

小　　　　計 5,000,000 0 0 5,000,000
特定資産
　退職給付引当資産 2,856,719 523,625 0 3,380,344
　修繕積立引当資金 1,430,000 0 1,430,000 0

小　　　　計 4,286,719 523,625 1,430,000 3,380,344
合　　　　計 9,286,719 523,625 1,430,000 8,380,344

３．基本財産及び特定資産の財源等と内訳
　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
	 （単位：円）

科　　　　目 当期末残高 （うち指定正味財産
からの充当額　　）（うち一般正味財産

からの充当額　　）（ うち負債に
対応する額 ）

基本財産
　定期預金 5,000,000 － （5,000,000） －

小　　　　計 5,000,000 － （5,000,000） －
特定資産
　退職給付引当資産 3,380,344 － － （3,380,344）

小　　　　計 3,380,344 － － （3,380,344）
合　　　　計 8,380,344 － （5,000,000） （3,380,344）
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４．引当金の明細
　　引当金の内訳は、次のとおりである。
	 （単位：円）

科　　　目 期 首 残 高 当期増加額
当期減少額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ　の　他

退職給付引当金 2,856,719 523,625 0 0 3,380,344

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
	 （単位：円）

科　　　　　目 取　得　価　額 減価償却累計額 当 期 末 残 高

建物 25,424,352 10,593,479 14,830,873
建物附属設備 800,250 62,560 737,690
土地 43,913,266 0 43,913,266
電話加入権 72,800 0 72,800
保証金 50,000 0 50,000

合　　　　計 70,260,668 10,656,039 59,604,629

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
	 （単位：円）

補助金等の名称 交　付　者 前期末残高 当期増加高 当期減少高 当期末残高 貸借対照表上
の記載区分

補助金
　受取県連補助金 一般社団法人新潟

県法人会連合会 0 1,170,000 1,170,000 0 一般正味財産
　受取全法連補助金 公益財団法人

全国法人会総連合 0 302,000 302,000 0 〃
助成金
　受取全法連助成金 公益財団法人

全国法人会総連合 0 440,000 440,000 0 〃
　受取全法連助成金 公益財団法人

全国法人会総連合 0 20,556,700 20,556,700 0 指定正味財産
合　　　計 0 22,468,700 22,468,700 0

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
	 （単位：円）

内　　　　容 金　　　　額

経常収益への振替額
　事業費計上による振替額 20,556,700

合　　　　計 20,556,700

－	　	－58



財　産　目　録
令和６年３月31日現在

	 （単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

【流動資産】
現金 手元保管 運転資金として 102,775
預金 普通預金 運転資金として 34,059,764

　第四北越銀行本店 31,862,584
　第四北越銀行本店	会費用 1,549,350
　第四北越銀行本店　預り金 392,202
　大光銀行新潟支店 240,071
　新潟信用金庫本店 15,557
定期預金 3,000,000
　第四北越銀行本店 3,000,000

前払金 全国法人会総連合 全国女性フォーラム大会参加費 21,000
流動資産合計 37,183,539

【固定資産】
　基本財産 定期預金 定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公

益事業の財源として使用している
5,000,000

　第四北越銀行本店 1,550,000
　大光銀行新潟支店 1,500,000
　新潟信用金庫本店 1,950,000

　特定資産 退職給付引当資産 普通預金 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 3,380,344
　第四北越銀行本店 3,380,344

　その他の固定資産 建物 303.8㎡
新潟市中央区西堀通
	 ３番町258番地24
にいがた法人会館

一部を公益目的保有財産としており、
事業全般に使用している

14,830,873

建物附属設備 ３F男子トイレ、正面入口
自動ドア装置

〃 737,690

土地 360.82㎡
新潟市中央区西堀通
	 ３番町258番地24

〃 43,913,266

保証金 タクシー共通券事業㈱ タクシーチケットの保証金
事業全般に使用している

50,000

電話加入権 223-1242 事業全般に使用している 72,800
固定資産合計 67,984,973
　資産合計 105,168,512

【流動負債】
未払金 社会保険料他、期末未払金 755,897
預り金 源泉税・県市民税、個人預り金 395,766

流動負債合計 1,151,663
【固定負債】

退職給付引当金 退職金の支払いに備えたもの 3,380,344
固定負債合計 3,380,344
　負債合計 4,532,007
　正味財産 100,636,505

－	　	－59－	　	－58



監 査 報 告 書

　 公益社団法人　新潟法人会
　　　会　長　 坂 井　克 敏　殿

　私ども監事は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの事業年度の理事の職務
の執行、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査し、一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律第９９条及び同法第１２４条に基づき、その方法及び結果について、
下記のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　 　私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環

境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。
　 　さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行

い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性について検討いたしました。
　
２．監査意見
（１）事業報告等の監査結果
　ア．事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
　イ ．理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
（２）計算書類等の監査結果
　　 　計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に示しているものと認めます。
  以上

　令和６年４月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公益社団法人　新潟法人会

  監　事　　田 中　一 昭　　　㊞　　

  監　事　　梅 川　正 志　　　㊞　　
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　令和６年度 第２回理事会をもって代表理事である坂井克敏氏が一身上の理由により辞
任したい旨の申し出があったことから新たに後任の理事１名の選任をお願いするもの。な
お、任期は他の理事と同じ時期までとする。

①　新任理事候補 並木　富士雄　　氏

現　職 株式会社第四北越フィナンシャルグループ
代表取締役会長

〔第２号議案〕理事１名の選任（案）承認の件

〔第３号議案〕その他
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【略歴】
1960年10月生まれ、富山県出身。
84年一橋大学社会学部卒、日商岩井株式会社入社。広報室で、広報誌『トレー
ドピア』の編集を担当。91年米ブルッキングス研究所客員研究員、93年社団法
人経済同友会に出向（代表幹事秘書・調査役）などを経て企業エコノミストに。
日商岩井とニチメンの合併により2004年から現職。20年10月、株式会社溜池通
信設立。13年フジサンケイグループから第14回「正論新風賞」受賞。
外交や安全保障問題に強い商社系エコノミストとして知られ、特に米国の政治
情勢に造詣が深い。テレビ、ラジオの出演や新聞･雑誌への寄稿など、マスメディ
アへの露出も多い。Webサイト「溜池通信」を主宰。 
著書に「アメリカの論理」「1985年」「気づいたら先頭に立っていた日本経済」（新
潮新書）、「オバマは世界を救えるか」（新潮社）、「溜池通信　いかにもこれが経
済」（日本経済新聞社）など。
テレビ東京「モーニングサテライト」、BS11「インサイドOUT」などでコメンテー
タを務めている。

記    念    講    演＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

講　師　　双日総合研究所チーフエコノミスト

　　　　　　　　吉
よ し

　崎
ざ き

　達
た つ

　彦
ひ こ

　氏

テーマ　　「米大統領選挙の行方を読む」
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